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平成30年３月 第１回佐々町議会定例会 会議録 （４日目） 

１． 招集年月日 平成30年３月６日（火曜日） 午前10時00分 

２． 場 所 佐々町役場 ３階 議場 

３． 開 議 平成30年３月20日（火曜日） 午前10時00分 

４． 出席議員（10名） 

議席番号 氏  名 議席番号 氏  名 議席番号 氏  名 

１ 永 安 文 男 君 ２ 浜 野  亘 君 ３ 永 田 勝 美 君 

４ 長 谷 川 忠 君 ５ 阿 部  豊 君 ６ 橋 本 義 雄 君 

７ 平 田 康 範 君 ８ 須 藤 敏 規 君 ９ 川 副 善 敬 君 

10 淡 田 邦 夫 君     

５．欠席議員（なし） 

６．法第121条による説明のための出席者職氏名 

職  名 氏  名 職  名 氏  名 職  名 氏  名 

副 町 長 大 瀬 忠 昭 君 教 育 長 黒 川 雅 孝 君 総 務 理 事 迎 雄 一 朗 君 

事 業 理 事 川 内 野 勉 君 総 務 課 長 中 村 義 治 君 企画財政課長 今 道 晋 次 君 

住民福祉課長 大 平 弘 明 君 税 務 課 長 内 田 明 文 君 保険環境課長 藤 永 大 治 君 

会 計 管 理 者 川 崎 順 二 君 建 設 課 長 山 本 勝 憲 君 水 道 課 長 橋 川 貴 月 君 

産業経済課長 藤 永 尊 生 君 農業委員会事務局長 金 子  剛 君 教 育 次 長 水 本 淳 一 君 

７．職務のための出席者職氏名 

職  名 氏   名 職  名 氏   名 

議会事務局長 松 本 孝 雄 君 議会事務局長補佐 松 本 典 子 君 

議会事務局書記 山 藤 宏 太 君   

８．本日の会議に付した案件 

日程第1 会議録署名議員の指名 

日程第2 議案第25号 平成30年度 佐々町一般会計予算 

日程第3 議案第26号 平成30年度 佐々町国民健康保険特別会計予算 

日程第4 議案第27号 平成30年度 佐々町介護保険特別会計予算 

 

９．審議の経過 
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  （10時00分  開議） 

 

― 開議 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 おはようございます。 

 本日は平成30年３月第１回佐々町議会定例会の本議会の４日目です。 

 本日の出席議員は全員です。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 

― 日程第１ 会議録署名議員の指名 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則の規定により１番、永安文男君、２番、浜野亘君を指名

します。 

 ３月８日に上程されました平成30年度の当初予算８件のうち、議案第30号 平成30年度佐々

町公共下水道事業特別会計予算と、議案案32号 平成30年度佐々町水道事業会計予算の２つに

ついて、一部修正があるということで執行のほうからお願いがあっております。このことにつ

いて、執行のほうから説明をお願いいたします。 

副町長。 

 

副 町 長（大瀬 忠昭 君）   

 おはようございます。この３月定例本会議におきまして議案を提出させていただきましたけ

れども、たくさんの間違いがございまして、修正等を行いまして、皆様方にも大変御迷惑をか

けているところでございます。 

 実は、さきの当初予算の勉強会におきまして、議員さんのほうから数字について御指摘をい

ただいたところでございます。 

 その中で、中身の精査を行いましたところ、また間違いが出てきたということで、今、議長

様、お話しありましたように、議案第30号の公共下水道事業特別会計、それから、議案第32号

の水道事業会計のこの２議案について、複数箇所の間違いが発覚をいたしております。まこと

に申しわけございませんけれども、この間違いの箇所につきまして修正をさせていただきたく、

お願いをいたすものでございます。 

 あってはならないようなたくさんの案件の間違いを行っております。今後、このようなこと

がないように職員一丸となって取り組んでいかなければならないと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ただいま説明がありました。議案第30号 平成30年度佐々町公共下水道事業特別会計予算と

議案第32号 平成30年度佐々町水道事業会計予算の２件について、差しかえることに異議あり

ませんか。 

 

 （「異議なし。」の声あり） 

 

 異議なしと認めます。よって、議案第30号 平成30年度佐々町公共下水道事業特別会計予算、
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議案第32号 平成30年度佐々町水道事業会計予算の差しかえを行うことといたします。 

 暫時休憩とします。 

 

 （10時05分  休憩） 

 （10時06分  再開） 

 

議  長（淡田 邦夫 君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議員の皆さんに一般会計予算の質疑についてお知らせをしておきます。 

 まず、歳出のほうから行います。歳出の35ページ議会費から62ページ監査委員費まで、次に、

62ページ民生費から87ページ労働費まで、次に、87ページ農林水産業費から113ページ消防費

まで、次に、114ページ教育費から151ページの予備費まで、歳出について質疑を行います。 

 最後に、歳入歳出全般の総括質疑を行います。 

 以上、報告しましたとおり、それぞれに分けて質疑を行いたいと思います。 

 それでは、３月８日に引き続き、議案の上程を行います。 

 質疑、討論、採決の順で進めていきます。 

 

― 日程第２ 議案第25号 平成30年度佐々町一般会計予算 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 日程第２、議案第25号 平成30年度佐々町一般会計予算を議題とします。 

 執行部の説明を求めます。 

企画財政課長。 

 

企画財政課長（今道 晋次 君）   

 すみません。平成30年度佐々町一般会計予算、議案第25号の１枚めくっていただきまして

１ページをおめくりいただければというふうに思います。 

 第１表歳入歳出予算。 

 歳入。 

 １款町税、金額15億5,223万5,000円、１項町民税、金額７億2,656万円、２項固定資産税、

金額６億6,888万5,000円、３項軽自動車税、金額4,439万円、４項町たばこ税、金額１億1,240

万円。 

 ２款地方譲与税、金額5,200万円、１項地方揮発油譲与税、金額1,400万円、２項自動車重量

譲与税、金額3,800万円。 

 ３款利子割交付金、金額200万円、１項利子割交付金、同額です。 

 ４款配当割交付金、金額200万円、１項配当割交付金、同額です。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、金額600万円、１項株式等譲渡所得割交付金、同額です。 

 ６款地方消費税交付金、金額２億4,070万円、１項地方消費税交付金、同額です。 

 ７款自動車取得税交付金、金額1,000万円、１項自動車取得税交付金、金額、同額です。 

 ８款地方特例交付金、金額1,000万円、１項地方特例交付金、金額、同額です。 

 ９款地方交付税、金額13億4,000万円、１項地方交付税、同額です。 

 10款交通安全対策特別交付金、金額150万円、１項交通安全対策特別交付金、同額です。 

 次のページに移ります。 

 11款分担金及び負担金、金額9,625万円、１項分担金80万円、２項負担金9,545万円。 

 12款使用料及び手数料、金額２億213万5,000円、１項使用料１億6,138万8,000円、２項手数
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料4,074万7,000円。 

 13款国庫支出金、金額７億6,197万5,000円、１項国庫負担金、金額５億5,870万9,000円、

２項国庫補助金、金額１億9,952万4,000円、３項委託金、金額374万2,000円。 

 14款県支出金、金額４億2,518万9,000円、１項県負担金、金額３億426万1,000円、２項県補

助金、金額9,622万7,000円、３項委託金、金額2,470万1,000円。 

 15款財産収入、金額１億3,792万1,000円、１項財産運用収入1,808万5,000円、２項財産売り

払い収入、金額１億1,983万6,000円。 

 16款寄附金、金額1,002万円、１項寄附金、金額、同額です。 

 17款繰入金、金額４億5,692万2,000円、１項基金繰入金、金額、同額です。 

 18款繰越金、金額1,000円、１項繰越金、金額、同額です。 

 ページをおめくりいただきまして、19款諸収入、金額5,955万2,000円、１項延滞金加算金及

び過料、金額100万円、２項預金利子、金額２万8,000円、３項貸付金元利収入、金額20万円、

４項雑入、金額5,832万4,000円。 

 20款町債、金額３億6,560万円、１項町債、金額、同額です。 

 歳入合計、金額57億3,200万円。 

 ページ移ります。４ページになります。 

 歳出。 

 １款議会費、金額8,133万2,000円、１項議会費、金額、同額です。 

 ２款総務費、金額７億3,677万円、１項総務管理費、金額６億2,470万9,000円、２項徴税費、

金額7,844万6,000円、３項戸籍住民基本台帳費、金額2,751万9,000円、４項選挙費、金額291

万6,000円、５項統計調査費54万2,000円、６項監査委員費、金額263万8,000円。 

 ３款民生費、金額16億8,470万3,000円、１項社会福祉費、金額７億3,628万9,000円、２項児

童福祉費、金額９億4,821万4,000円、３項災害救助費、金額20万円。 

 ４款衛生費、金額６億7,016万7,000円、１項保健衛生費、金額３億6,915万1,000円、２項清

掃費、金額２億9,444万円、３項診療諸費、金額657万6,000円。 

 ５款労働費、金額45万7,000円、１項労働諸費、金額45万7,000円。 

 ６款農林水産業費、金額２億499万3,000円、１項農業費、金額１億8,831万8,000円、２項林

業費、金額1,647万5,000円、３項水産業費、金額20万円。 

 ７款商工費3,391万8,000円、１項商工費、金額、同額です。 

 めくっていただきまして、５ページになります。 

 ８款土木費、金額９億7,781万1,000円、１項土木管理費9,249万円、２項道路橋梁費２億

7,591万2,000円、３項河川費、金額1,010万5,000円、４項港湾費、金額102万7,000円、５項都

市計画費、金額４億3,139万6,000円、６項住宅費、金額１億6,688万1,000円。 

 ９款消防費、金額２億4,561万2,000円、１項消防費、金額、同額です。 

 10款教育費、金額５億6,446万6,000円、１項教育総務費、金額8,105万5,000円、２項小学校

費、金額１億3,069万9,000円、３項中学校費、金額7,116万8,000円、４項幼稚園費、金額１億

2,601万円、５項社会教育費、金額１億1,400万3,000円、６項保健体育費、金額4,153万1,000

円。 

 11款災害復旧費、金額４万8,000円、１項農林水産施設災害復旧費、金額、同額です。 

 12款公債費、金額４億9,364万7,000円、１項公債費、同額です。 

 13款諸支出金、金額1,393万1,000円、１項基金費、金額同額です。 

 14款予備、金額2,414万5,000円、１項予備費、金額、同額です。 

 歳出合計、金額57億3,200万円。 

 ページ移りまして、第２表債務負担行為。 

 事項、総合行政システムクライアント関係機器リース料、期間、平成31年度から平成35年度
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まで、限度額3,360万円。 

 事項、ファイルサーバーネットワーク機器リース料、期間、平成31年度から平成35年度まで、

限度額2,500万円。 

 事項、ＬＧＷＡＮ接続ルーターリース料、期間、平成31年度から平成35年度まで、限度額90

万円。 

 事項、封入封函機リース料、期間、平成31年度から平成35年度まで、限度額1,530万円。 

 事項、カラー複写機リース料、期間、平成31年度から平成35年度まで、限度額460万円。 

 事項、広報紙作成業務委託料、期間、平成31年度から平成33年度まで、限度額1,300万円。 

 事項、地域おこし協力隊用公用車リース料、期間、平成31年度から平成33年度まで、限度額

106万8,000円。 

 事項、固定資産土地評価・路線価業務委託料、期間、平成31年度から平成32年度まで、限度

額3,100万円。 

 事項、第１期佐々町地域福祉計画策定業務委託料、期間、平成31年度、限度額550万円。 

 めくっていただきまして、７ページになります。 

 第３表地方債。 

 起債の目的、臨時財政対策債、限度額１億8,500万円。 

 起債の目的、緊急防災減災事業債、全国瞬時警報システム新型受信機設置事業、限度額200

万円。 

 起債の目的、防災対策事業債、第１分団消防自動車購入事業、限度額2,590万円。 

 起債の目的、公共事業等債、町道改良舗装補修事業、限度額1,750万円。 

 起債の目的、公共事業等債、橋梁長寿命化対策事業、限度額2,900万円。 

 起債の目的、公営住宅建設事業債、公営住宅改修事業、限度額7,150万円。 

 起債の目的、公共事業等債、公園施設長寿命化対策事業、限度額3,330万円。 

 起債の目的、緊急防災減災事業債、町民体育館内天井等改修事業、限度額140万円。 

 起債の方法、普通貸借、または証券発行。 

 利率、年2.0％以内（ただし利率見直し方式で借り入れる資金について利率見直しを行った

後においては、当該見直し後の利率）。 

 償還の方法、政府資金については、その融資条件により、銀行、その他の場合には、その債

権者と協議する。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償

還、もしくは低利に借り換えすることができる。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 これから質疑を行います。 

 まず、歳出35ページ議会費から、62ページ監査委員費までの質疑を行います。 

 ２番。 

 

２  番（浜野 亘 君）   

 歳出37ページなんですけども、ほかには款ごとに関係するところが出てきますけども、ここ

で、32ページのところで質問をしたいと思います。 

 ２款総務費１項総務管理費３節職員手当等の管理職手当について説明を求めたいと思います。 

 今回の第１回定例会については、初日から議案の差しかえ等が、訂正もありまして、本日も

差しかえというような状況の中で、今まで管理職、諸手当は二、三％の上昇でありましたけど

も、今回は倍額の100％とはいかないものの、平均で約71％の引き上げをされる予定で予算が

組んであります。 
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 額にして、年間で約440万円の増額を今回提案をされております。 

 予算勉強会の折に資料の提出をお願いしました。近隣町の状況、それから、管理職の時間外

の状況、求めておりましたけれども、本会議までにお願いをしておりましたが、その資料もご

ざいません。 

 そういう状況の中で今回提案をされておりますけども、なぜ提案をされたのか、お伺いした

いと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 総務課長。 

 

総務課長（中村 義治 君）   

 ２番議員さんにお答えいたします。 

 今回の管理職手当につきましては、平成18年度の給与改定によりまして、給料表の切りかえ、

それに続きまして、平成９年度の管理職手当の定額化が行われたわけですけれども、国はその

際、手当額の算出基礎となります率を引き上げまして、定額化を実施しております。 

 本町は同率のまま定額したことによりまして、低い額で現在まで至っておるということで、

今回、是正をしたいということでございます。 

 それから、考え方でございますが、町は独自の額を制定する根拠がございませんので、町の

１種、２種につきましては、国の額の一部のをそのまま適用いたしまして、国の額が改定され

れば、本町の額も改定したいと、それから、町の３種、４種につきましては、国が定める額が

ないために、長崎県、それから、県内の市町におけます担当職の額を考慮いたしまして、本町

２種６級の額に、３種は70％、４種は60％を乗じまして得た額に、本町２種６級の額が改定さ

れれば、３種、４種の額もあわせて改定したいということで、今回、改正をお願いしておるわ

けでございます。 

 一応、国の４種ですけれども、本町の町の１種７級ということで、その該当をいたしますの

が理事と診療所長ということでしております。 

 それから、国の４種５級在級の課長ですけれども、町の２種ということで、本町の７級在級

の会計管理者、課長、次長、局長、室長ということにいたしております。 

 それから、町の２種６級在級者といたしまして、会計管理者、課長、次長、局長、室長とい

うことにしております。 

 それから、町の３種につきましては、２種６級在級の、先ほど言いましたように70％という

ことで、参事相当職といたしております。 

 それから、町の４種につきましては、２種６級在級で60％ということで、保育所所長を予定

いたしております。 

 それから、昨年が、比較ですけれども、平成29年度が総務理事と企画財政課長が兼務をいた

しておりました。 

 それから、会計管理者と税務課長が兼務しております。 

 それから、産業経済課長と農業委員会局長が兼務ということで、平成29年度は課長職相当が

11名、それから、参事が１名ということで、当初は12名になっております。 

 それから、平成30年度が、事業理事が制定されまして、企画財政課長、税務課長、農業委員

会局長ということで、平成30年４月１日が、課長職相当が15名、それから、参事職が５名とい

うことで、現在20名がなっております。 

 20名というのが、４月１日現在ですけれども、平成29年度に比べまして256万程度の、29年

度に対しまして管理職手当が上昇するということになっております。 

 以上です。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 ２番。 

 

２  番（浜野 亘 君）   

 私は、そういう細かいことを聞いているわけじゃなくて、なぜそう上げないといけないのか。 

 先ほど言いましたように、議案の差しかえ等、それから課題、10年来解決していないし尿処

理施設についてもそのままの状態で、今回、民間委託を継続するというようなことがあってお

ります。 

 そういう課題が解決していないのに、管理職手当だけ上げる。現行４万9,368円を６万6,400

円に引き上げ、現行４万2,670円ないし３万7,020円を５万9,500円と５万1,900円、この表の見

方について、４種というのは、国の税務署長、社会保険事務所長クラスです。それに匹敵する

というような見方をされているわけですか。 

 近隣の町の状況は、いただきたいとお願いしましたけども出ていない。長崎市や佐世保市、

そういう高いところを見て、今回引き上げをされるというような状況でございます。 

 管理職によって事務量が違うわけです。まあ、参事から課長、担当課長によっても。それを

定額制の、それも上位の額に引き上げているわけなんです。 

 一番下ならわかるけども、一番上になぜ引き上げないといけないのか、だから71％も上げな

いといけないようになってしまったんじゃないですか。 

 人口規模が大きいところを比較対象として、今回上げられているようですけども、そのこと

が住民の方に理解されるんですか。理解されると思って提案されたんでしょうけども、前の引

き上げ額二、三％だったのが、なぜ今回71％なのか疑問です。 

 話は変わりますけども、未定稿でいただきました先日の当初予算勉強会の折、公共施設等管

理計画書を見てみました。 

 今後10年間で事業費が約200億円、そのうち町の負担額が、一般財源です。約60億円という

ふうな試算をされておりました。公共施設整備基金残高が約30億円ですから、足らないわけで

す。 

 それから、歳入についても今後、地方交付税が減額になる見通しだというようなことの説明

もありました。どこからお金を持ってくるんですか。 

 町営住宅の建てかえと、駐車場整備工事の計画は入っていましたので、ある程度評価いたし

ます。 

 しかし、佐々駅や観光情報センターの計画はできていないので、金額未定、金額は入ってお

りませんでした。 

 消防団詰所の改修工事も一部だけしかなかった。 

 それと、勉強会で議員から出ておりました佐々小学校プールの更衣室の問題、それから、

佐々中学校の屋外トイレ改修の件、それから、図書館照明のＬＥＤ化など、ほかにも補修工事

がまだたくさん出てくると思います。 

 また、総合行政電算システム、それから、ＧＩＳ地図情報システムや学校情報ネットワーク

システムの買いかえが今後出てきます。 

 そういう状況の中で、行財政改革というのはどこにどうなったんでしょうか。 

 副町長にお尋ねをいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 副町長。 
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副 町 長（大瀬 忠昭 君）   

 管理職手当について、幾らが適正かというのは非常に難しいところでございます。 

 今から約10年少し前まで課長職で、本俸の15％を管理職手当ということでされておりました。 

 その後、ずっと減ってきて、一応定額と言いながら、課長職で本俸の10％程度の支給でござ

います。 

 いろんな考え方はあろうと思いますけれども、職員間のバランスといいますか、一般職と管

理職、そういったバランスを考えますときに、今回、一応改正をお願いしておりますけれども、

課長職で、率にしまして約12.5％程度になろうかと思いますけれども、一般職との比較に鑑み

ますと、今回の改正をお願いする分が妥当ではないかというふうに考えております。 

 今、議員のほうからいろんな公共施設関係の今後の更新等、いろいろございますけれども、

やはり、この分については適正に少しでも近づける形で改正をお願いするものでございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 副町長、課題がありながらということで言われたとばってんが、いいですか。 

 いいですか、その答えは。 

 ２番。 

 

２  番（浜野 亘 君）   

 そう副町長はお答えになるとしか思えないです、提案したわけですから。 

 でも、住民の方が理解されるかっていう話です。 

 図書館の水銀灯をＬＥＤに変えるほうがまだ大切なことだと思いますので、職員の管理職手

当を優先するという、その姿勢について私は問うていますので、その辺、考え直しをしていた

だきたいというふうに思います。 

 余りにも大き過ぎます。全体の73％を引き上げる、全会計で73％、一般会計だけでは71％程

度ですけども、そういう、今から頑張るというような話かもしれませんけど。 

 そしたら、地域に貢献しているんですか、管理職の皆さんが。 

 住民の理解が得るというのは、そういうことだと思うんです。 

 やはり一生懸命やっているという姿勢だったら、住民の方も賛成とおっしゃるんでしょうけ

ども、今の状況では非常に考え方として、考えを直していただきたいというふうに思います。 

 ３問目ですので。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 副町長、いいですか。質疑が３問目ですので、よろしくお願いいたします。 

 副町長。 

 

副 町 長（大瀬 忠昭 君）   

 今お話しありましたように、管理職は地域に貢献しているのかという御質問でもございます。

なかなか、考え方はいろいろあろうと思いますけれども、今言われましたように、地域に貢献

することは、今以上に頑張ってしなければと思っております。 

 全体で、昨年と比べて大幅に金額が上がったということでございますけれども、先ほど総務

課長が言いましたように、管理職の数が前年と比べて相当変わってきております。 

 そういった関係もありまして、前年と比べて70数％の大幅な引き上げにはなりますけれども、

ここについては10％が12.5％程度に引き上がったというものでございます。 

 しなければならないことはたくさんございますけれども、管理職も住民の立場に立って今後

頑張っていかなければならないと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 ４問目です。 

 ２番。 

 

２  番（浜野 亘 君）   

 管理職がふえたということは、それだけ分散されたということじゃないんでしょうか。 

 よろしくお願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 副町長。 

 

副 町 長（大瀬 忠昭 君）   

 確かに業務的には分散をされておりますけれども、本来、兼務をすべきでなかったところを、

昨年、いろんな都合によりまして兼務をしたということでございまして、今回、兼務を解いた

ということでございますので、御理解のほどをよろしくお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ほかに。 

 ７番。 

 

７  番（平田 康範 君）   

 １点だけお伺いしますけども、予算書の51ページの２款１項12目の地域おこし協力隊費でご

ざいますが、これを見てみますと、１節で報酬費、これが５名分で864万円計上をされており

ます。 

 さきの一般質問でも町長にお尋ねしたわけでございますが、町長の答弁によりますと、３名

のがあったと、しかし１名が辞退されたということで、２名の方について、今月中に面接予定

をしているということでございましたが、面接がされたのか、もしされたのであれば、この

２名の方について、どういうふうな結果が出たのかをお伺いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 企画財政課長。 

 

企画財政課長（今道 晋次 君）   

 御質問の地域おこし協力隊の新規の分ですけれども、一昨日になりますか、３月の17日に面

接を行っております。 

 結果については、近日中に調整をする予定にしております。 

 以上でございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ７番。 

 

７  番（平田 康範 君）   

 それで、２名については今月中に結果が出るということでございますが、今後のこの地域お

こし協力隊に対する政策面でお伺いをしたいと思うんですが、実は、私も一般質問の中でも申
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したわけでございますが、協力隊と、それから、行政、住民が力を合わせて地域づくりに取り

組むということが、やはり、この一つの目標だろうと思うんですが、他の自治体を見ていまし

ても、この地域おこし協力隊の方が、古民家を活用して、そこに住居を構えておられる事例も

あります。 

 実は、私の地区にも、新規就農に向けて現在、研修をされている方が１人いらっしゃるわけ

ですが、この方も農家の一軒家に、独立は部屋が何部屋かお持ちでございますけども、そこを

住居として住んでおられまして、この方は早々第４分団のほうに、消防団で入団もされたと、

また、町内会の奉仕作業とか、いろいろな行事にも参加されて、相当地域に溶け込んでおられ

るというようなことでございます。 

 現在の協力隊の方を見てみますと、町なかに住居を構えておられるということで、なかなか

地域との交流といいますか、溶け込み、これも厳しいのではないかなというようなことを思っ

ているわけですが、やはり、今後は、この協力隊の方につきましても、こういった古民家とか、

そういったものを利用して、農村地区に今、住居を構えて、そこでいろいろの地域の方との交

流なり、あるいはいろいろな事業に取り組むということについても、今後、一つの政策として

取り入れる必要があるんじゃないかと思うんですが、このことについてはいかがでしょうか。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 企画財政課長。 

 

企画財政課長（今道 晋次 君）   

 今の御質問ですけれども、これまでもそういった農村地域のところでの住居があいていない

かということでは、随分探した経緯がございます。 

 今回、うまくいけば２名採用というふうな形になるかもしれませんが、その方についても、

ぜひそういった農村地域での居住できるような場所、環境が整えば、そういったところで対応

をさせていただきたいとは思っておりますけども、現時点で町が把握している分としては、ど

うしても町なかのアパートというふうになってしまうもんですから、空き家バンクはございま

せんが、空き家等の実態調査もありますので、そういったところを踏まえながら、少し時間は

かかりますけども、対応をさせていただければというふうには考えているところでございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ７番。 

 

７  番（平田 康範 君）   

 今、空き家等ということでございますが、これは後もって質問をしようかなと思っておった

んですけども、現在、空き家対策について、過去２年間、いろいろ委託業務でされております

ので、今後、この空き家対策については、また担当課のほうでいろいろ進められると思います

ので、そこら辺と連携をとりながら、できる限りの努力をしていただきたいということを求め

て、質問を終わります。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ほかに。 

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 すみません。どこで質問をすればいいかわからんとですけども、予算説明書の中に、コンビ
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ニ収納とか、税務関係で計画してあるんですけども、コンビニ収納といいましても、要は滞納

が減るようになさっていくんだろうと思うんですけど、納める方については助かると思うんで

すが、現実問題としては滞納がふえないようにしなくちゃいかんとですけど、費用がかなりか

かるようなもんですから、そこら辺で、やはり、私の考えでしたら、口座振替を推進するほう

が、経費もかからずいいと思うんですけども、そこら辺の考え方について、税務課長にお聞き

しておきたいと思います。 

 それから、財政のほうで、後期計画が上がっているわけですけども、公共施設の老朽化対策

について、今後、基金を振り分けてしていくような説明が、説明書にあったんですけども、今

回、公共施設の整備基金が6,620万、今後のことを見据えてと言いながらも、ここから取り崩

してある主な事業の充当先を、企画財政課長にお尋ねしておきたいと思います。 

 それから、44ページの関係ですけど、昨年９月に私、一般質問をしました未利用土地の利活

用方針ということなんですが、どの程度まで検討をなさっているのかを、企画財政課長にお尋

ねしておきたいと思います。 

 それから、46ページの広報紙の作成業務が300万計上されています。 

 勉強会では、スタイルを変更したり、情報発信を云々という説明を受けたんですけども、債

務負担行為でも３年間、31年から33年間、1,300万の債務負担があるわけですけども、どうい

うスタイルを想定されてなさっておるのか。 

 本来的今の状況では、広報紙を読んでいただける方はかなり少ないんじゃないかと思うとる

もんですから、実態と、読んでいただけんとなら廃止でもしていいんじゃないかと思うし、

ホームページのほうで確実に情報でしたら流せるような体制が整えてありますんですから、そ

こら辺の利活用について、広報として発信するお考えがないのかです。町長が、そのような考

えで持っておられるのかどうか聞いておられたら、副町長から答弁をいただきたいと思います。 

 それから、47ページのほうに、佐々川流域の再生会関係が書いてございました。報酬とか費

用弁償とかあるわけですけども、後期計画で、どのような計画の中で、この再生協議会を位置

づけてしておられるのか、議会が頼りないから、各種委員会をつくってされているとはわかる

んですけど、そういう位置づけ、この再生会議、諮問機関として位置づけてやっていかれるの

か、メンバーはどのような方を想定されているのか、ちょっとそこら辺をお尋ねしときたいと

思います。 

 ５件ほどございましたけど、お願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 税務課長。 

 

税務課長（内田 明文 君）   

 コンビニ収納の件ですけれども、今現在、平成31年度から、コンビニ収納をするように準備

を進めているところであります。コンビニ収納につきましては、24時間、コンビニのほうがあ

いておりますので、納付ができるということで、納税者にとっては利便性が大分向上するもの

であります。けど、もう一つ別に、今現在の口座振替を、今、実施しております。この口座振

替につきましては、確実に、納付が来たら納めることができますし、納付忘れができないもの

ですから、確実な方法としては、口座振替も一方であります。 

 税務としましては、税務課以外にも口座振替がありますけれども、口座振替のほうも、まだ

周知のほうが足りないと思いますので、これからも、コンビニ収納が始まってからも、口座振

替のほうを推進していきたいと考えております。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   
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 企画財政課長。 

 

企画財政課長（今道 晋次 君）   

 まず、１点目ですけれども、公共施設整備基金の取り崩しで6,620万円を計上させていただ

いております。この充当先ということでございます。 

 予算説明書の13ページのところに、（５）として基金繰入金という欄がございます。その丸

の２つ目のところで、公共施設整備基金については、佐々クリーンセンターの修繕料、佐々小

学校トイレ改修工事、町民体育館床改修工事の財源としてというふうに書かせていただいてお

りまして、金額を申し上げると、それぞれの予算額が明確になるもんですから、大変申しわけ

ございません、この３つの財源として6,620万を充当させていただいているところでございま

す。 

 基金の見直しにつきましては、これからの作業になるかと思いますけども、先ほど、２番議

員さんのほうからも御質問の中での話として、公共施設の老朽化対策に多額の費用がかかると

いう話がありましたけども、そういったところも踏まえて、基金の見直しにつきましては、平

成30年度中に行っていくように、担当課としては考えているところでございます。 

 それから、２つ目ですけれども、未利用町有地の活用方針についてどうなっているかってい

うことですけれども、先に、一般質問等で御指摘を受けました。今回、30年度予算の中で、旧

町立診療所、あの周辺のところであるとか、町立の幼稚園のところ、ああいったところの解体

の予算を計上させていただいておりますけども、そういったところも含めて、御指摘のあった

未利用町有地の活用方針というのが生かせるのではないかというふうに考えております。 

 今現在、おおむねたたき台的には、担当課のほうで整理がついておりまして、なるべく早い

時期、４月中にはその方針を施行できるように準備を進めているところでございまして、その

準備が整い次第、担当委員会のほうへも、こういった形で土地の利活用を図っていきたいとい

う御説明はさせていただければというふうに考えているところでございます。 

 それから、広報紙の件でございます。広報紙につきましては、平成23年度から29年度の半ば

まで、嘱託職員を雇用する形で広報紙の作成を行ってまいりました。もう御指摘は、広報紙の

作成については、職員がしっかりと当たるべきだというような御指摘だと思いますけれども、

今回、新年度予算では、その広報紙の作成に当たる嘱託職員の費用は盛り込んでおりません。

私ども、企画財政課のスタッフでしっかりとつくっていきたいというふうに考えております。 

 そういう中で、その作業を支援する形といいますか、これまでとは少し違った形で、広報紙

をリニューアルするとか、思いっきり変えるとかっていうことでございませんが、作業を支援

していただけるような、そういった形で取り組みをしたい。そうしたときに、単年度で業者が

変わるという形では、なかなか私どもの事務作業の支援というところまでいかないもんですか

ら、３年間の債務負担行為を上げさせていただいて、業者と連携をしながら、より充実した、

先ほどから御指摘が上がっている、住民の方に読んでいただけるような広報紙づくりに努めて

いきたいというふうに考えているところでございます。 

 それから佐々川流域再生会議のことですけれども、後期計画の中で具体的に、佐々川流域再

生会議を立ち上げるというふうなことは書き込んでおりません。後期計画なり、地方創生の総

合戦略なり、そこで書かせていただいているのは、生涯活躍のまちということで書かせていた

だいております。生涯活躍のまちを進めるに当たって、当初は、内閣府のほうから地方創生の

交付金ということで100％交付金をいただき、それで事務作業を進めておりました。それが、

平成28年度につくった、生涯活躍のまち推進会議というのがございます。費用は、その交付金

の中で見ておりましたけれども、その会議を進めていく中で、生涯活躍のまちというのは、や

っぱり地域づくりじゃないかという議論が住民の皆さん方から出まして、その核となるのが、

やっぱり佐々町は佐々川ではないかという御意見でした。そういった御意見を踏まえて、29年
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度、佐々川を核とした生涯活躍のまちというのはどういうふうに進めるべきかというのを、今

度は国交省の支援をいただきながら、29年度は佐々川流域再生会議を立ち上げ、議論をしてき

たところでございます。 

 これは、まだどのような形になるかはわかりませんが、いずれにしましても、私たちの生活

のもとになる佐々川を、官民連携でというような検討をしておりまして、官民連携で佐々川の

環境保全というのが、未来永劫にわたってできないものかというようなことで、国土交通省と

の相談の中から、結果として、国土交通省からコンサルを派遣いただき、御支援を受けている

ところでございまして、30年度につきましても、引き続き、国交省の支援を受けられる方向で、

今、事務作業を進めているところでございます。 

 今、すみません、議員御指摘の、どういったメンバーかということですけども、決して諮問

機関ということではございません。こういったまちづくりを進めていく上で、どのような組み

立てができるのかというのを、関係者の方にお話を聞いているというふうな段階でございます。 

 佐々川流域再生会議のメンバーですけれども、県立大学の先生が２名、１名は委員長として

座長を引き受けていただいております。県立大学の先生が２名、佐賀大学の先生が１名、専門

の方という意味では海きらら水族館の館長さん、ふるさと自然の会ということで、佐々川のこ

とについて非常にお詳しい元佐世保市役所出身の方の世知原に在住の方ですけども、ふるさと

自然の会の会長さん、それから、地元で活動されている佐々川再生の会、さるくの会、あと民

間企業という形で御支援をいただきながら、会を進めているところでございます。 

 あと、オブザーバーとして、仮に官民連携での佐々川の環境保全というふうになった場合に、

当然、河川の管理は県管理になりますので、その窓口というわけではございませんが、市町村

課長にオブザーバーという形で入っていただき、サポートを受けているところでございます。 

 以上でございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 コンビニ収納について、要は、お金をこれだけ投資してするのに、例えば5,000万かけて、

滞納者の5,000万取るの大変ですから、価値があるかっていうのをちょっとお聞きしたいんで

すけど。納める方にとっては非常に助かるんですよね。銀行関係も統廃合とかなっていますか

ら、要は、納めるところがたくさんあればいいってはわかるんですけど、やはり今後、導入し

た後に、以前より滞納が減らないっていうことになったら問われますから、そこら辺を注意し

て、口座振替も一緒に並行して進めていっていただきたいと思います。 

 公共施設の基金の取り崩しについては、失礼しました。予算説明書に書いてありましたんで

すね。初日は勉強会で、ちょっと見とりませんで申しわけございませんでした。 

 未利用土地につきましても、４月には担当委員会のほうに諮るということでございますので

結構でございます。広報紙についてもわかりました。再生協議会もわかりました。あとは総括

のほうでまた質問させていただきます。結構です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ほかにございませんでしょうか。 

３番。 

 

３  番（永田 勝美 君）   

 最初に、予算書の33ページの。失礼、69ページです。何ページまでと言われました。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 35ページから62ページまでです。 

  ３番。 

 

３  番（永田 勝美 君）   

 そしたら、後ほどまたやりますが、公共施設の管理計画が、この間出されておりましたけれ

ども、公共施設の管理計画については、いつごろ最終的な、中間報告ということで出されてお

りましたが、いつごろ完成の予定かということと、それから、学校関係の分については、まだ

入りきれていないという御説明もありましたが、この間ずっと指摘をしてきたエアコンなどと

いう計画は盛り込まれていないようですけれども、考えていないのかということです。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 永田議員さん、すいませんけど、何ページということで……。今、学校教育とかということ

で言われましたけども。 

 ３番。 

 

３  番（永田 勝美 君）   

 そうですね。そしたら後ほどにします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ほかに。 

 

 （「なし。」の声あり） 

 

 ないようでございます。これまで、35ページ議会費から62ページの監査費までの質疑を終わ

ります。 

 11時５分まで、暫時休憩といたします。 

 

 （11時01分  休憩） 

 （11時07分  再開） 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、62ページ民生費から87ページ労働費までの質疑を行います。 

 ３番。 

 

３  番（永田 勝美 君）   

 先ほどは失礼しました。 

 69ページの３款の３目の20節扶助費、高齢者の外出支援タクシー利用助成についてですけれ

ども、前年度との増減はどういうふうになっているのか、それから、利用状況については、傾

向はどうかということを、まずお尋ねしたいと思います。 

 さらに、この件については利用制限といいますか、要するに、期間の制限があるというふう

にお聞きしておりますけれども、タクシーの利用期間、通年で計画することはできないのか。

できないのであれば、その理由もお尋ねしたいと思います。 
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 それから、121ページか、何ページまでといわれましたか。（議長「87ページまでで

す。」）はい、ちょっとすみません、先ほど、聞き漏らしたところもありましたけれども、ち

ょっとページ数が確認できませんが、町内会集会所設置に関する条例、すみません。先ほどの

ところですが、43ページのところでしたが、町内会設置に関する条例。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 すみません。永田議員、それ、総括のほうでお願いしたいと思います。 

 ３番。 

 

３  番（永田 勝美 君）   

 はい、すみません。じゃあとりあえず、以上、お願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 住民福祉課長。 

 

住民福祉課長（大平 弘明 君）   

 永田議員のご質問の件で、まず、高齢者外出支援タクシーの増減ということでございますが、

おおむね、65歳から75歳未満の方で、要介護認定者というのが59名、そのうちの交付率という

のが大体25％程度となっています。また、高齢者部分でいきますと、75歳以上で1,763人に対

しまして交付率が60％、それから今回、それについて計上をさせていただいているような状況

です。なかなか、利用率については横ばい状態で推移をしているのではないかというふうに認

識をしております。 

 それから、期間の制限でございますけども、こちらのほう、現在運用しておりまして、やは

り、期間を制限することによっての利用制限というのがかかってきているような状況も、課題

として出てきております。これにつきましては、議員ご指摘のような通年での対応ということ

について、現在、検討をしております。 

 まだ、結論は出しておりませんけども、そういう運用のほうが、利用者にとってメリットが

あるようであれば、やはり、そういったところの改善は必要になってこようかというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ほかにございませんでしょうか。 

 １番。 

 

１  番（永安 文男 君）   

 82ページ、それから83ページですね。82ページの11節需用費の食糧費２万3,000円、それか

ら、83ページの14節使用料及び賃借料の車借上料ということで、一応、勉強会の折に確認はさ

せていただいた中で、し尿処理関係の地元説明に入る分の経費という御説明をいただいておっ

たんですが、この分の方法とか予定とか、そういうのがわかれば、教えていただきたいと思い

ます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 保険環境課長。 
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保険環境課長（藤永 大治 君）   

 ご質問のし尿に関する地元説明のところでございますけれども、まだ、具体的に、いつに地

元のほうに御説明をお伺いするというのは、まだ決まっておりません。 

 以上でございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 １番。 

 

１  番（永安 文男 君）   

 まず、３年前を振り返ってみたときに、そういうふうな体制で３年間、また、ずるずると先

延ばしになったという経緯もあるし、具体的に、一番地元が心配しているのは、やはり、し尿

の搬入関係が、今度出てくる。 

 この前、いろいろ勉強とか、そういうふうな質問をされる機会には申し上げとったんですけ

れども、下水道の場合は地中を通ってくる。し尿の対応はバキュームカーが上を通ってくると

いうような、いろんな状況が変わってくると。 

 そうした中で、以前は、ちょいちょい地元に、親切説明に十分な対応をしていくというよう

なことで、１つ１つ、いろんなことを調査して、環境調査等もしながら進めていくというよう

なことで、前、環境調査をした部分なんかの数値とか、いろいろもう変わったり、状況も変わ

ったりしているというふうに思うんですけれども、その辺の方法とか、いろいろ具体的に、ど

ういうふうな資料をもって入るとかいうお考えなのか、その辺のことを含めて、きょう町長、

お見えじゃないもんですから、副町長に、概要的なことでお知らせいただければと思います。

お願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 副町長。 

 

副 町 長（大瀬 忠昭 君）   

 し尿関係でございますけれども、先般ですね、関係町内会長さんにちょっとお話をさせてい

ただいたところでございます。 

 それで、今度、町内会長さんはかなりおかわりになるというふうなことも聞きました。それ

で、今後説明、それから、具体的な方法について、新たな町内会長さんと、またお話をいたし

まして、慎重に誠意を持って進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 １番。 

 

１  番（永安 文男 君）   

 今、そういうふうな説明がありまして、いろんな状況変化、対応が、地元が一番心配してい

る部分がありますので、そういう部分で、十分な対応ができますように要請をして、質問を終

わりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ５番。 
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５  番（阿部 豊 君）   

 ２点確認させてください。 

 66ページの福祉医療助成、勉強会の折、今年度から、平成30年10月診療分からということで、

高校生分まで、福祉医療の拡大をされたというふうに伺いました。 

 説明の内容の中で、私が一般質問でもお伺いしました現物給付への移行という住民の方の切

なる思いを申し上げたんですけれども、現物給付については、現在、町内の医療機関について

調整中で、できれば実現したい旨の説明がございました。その状況を再度確認させていただき

たいと。現物給付の状況ということですね。検討状況を伺いたい。 

 ２点目が、先ほど、３番議員さんからも質疑があったと思うんですけど、私のほうはちょっ

と確認をさせてください。 

 高齢者外出支援タクシー利用助成勉強会の折に、前年実績により計上しておりますと、改善

をしていくというふうな課長の説明がございましたが、利用者の方々のご意見を伺いますと、

非常にありがたい制度だというふうに伺っております。できれば、ありがたく利用されている

方は、目的として、高齢者の外出を容易にするためというふうな町のそもそもの目的の中で、

もう少し増やしていただければとおっしゃっている意見もありました。そういった利用されて

いる方々のご要望もくみ取りながら、充実していくというお考えなのかの確認をさせてくださ

い。２点です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 住民福祉課長。 

 

住民福祉課長（大平 弘明 君）   

 阿部議員の御質問でまず１点目のページの66ページ、福祉医療現物給付の状況についてでご

ざいます。 

 こちらのほうにつきましては、昨年末に町内医療機関のほうとの１回目の相談というのが行

っております。これからまた詰めて、薬局それから歯科、そういったところとの調整が必要に

なってこようかと思いますが、町内につきましては、できる限り、現物給付の方向でお願いを

していきたいというふうに考えております。10月からをめどに取り組みができればということ

で、現在、作業を進めているところでございます。 

 それから、高齢者の外出支援の件でございます。勉強会の折にも、バスや列車、こういった

ものについての助成もできないんでしょうかということで、ご提案等も議員の皆さんのほうか

らいただいております。そういったところも踏まえながら、今後、さらに充実をしていく必要

はあろうかと思いますので、それにつきましては、やはり、町のほうとして検討をさせていた

だく必要があろうかと思いますので、ご理解のほうをよろしくお願いいたしたいと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 要は、拡大をされた高校生からが10月からですかね。拡大をされると。その10月からに合わ

せて現物給付を、高校生までの福祉医療の助成について、10月からを目標に、鋭意進めていく

という理解でよろしいかだけ再確認。 

 高齢者タクシーについては、利用者の意見を取り入れ改善に取り組むという理解でよろしい

かだけ、イエス、ノーだけで構いませんので、よろしくお願いします。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 住民福祉課長。 

 

住民福祉課長（大平 弘明 君）   

 まず１点目の現物給付については、担当としては、住民のニーズにこたえるべく、10月をめ

どに、小・中学生それから高校生の現物給付に向けて頑張っていきたいというふうに考えてお

ります。 

 それから、高齢者の外出支援の件でございますけども、担当者レベルとしましては、やはり

検討し、住民の意見を聞きながら、改善をすべきところについては検討をしていかないといけ

ないだろうと思います。 

 あと、政策的な面につきましては、やはり、私の担当課長のほうからお答え、ちょっと控え

させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ほかにございませんでしょうか。 

２番。 

 

２  番（浜野 亘 君）   

 歳出の81ページの４款衛生費１項保健衛生費10目の健康増進事業費、それと１目の保健衛生

総務費に該当するか、ちょっと定かではございませんけども、質問をさせていただきます。 

 健康長寿日本一というのが今、日本国内で、あちこちで展開をされております。中村知事が

三選され、今後推進していくというようなお話でございました。今、住民健診は非常に頑張っ

ていただいておりますけども、その他、今の30年度の予算で、反映していない状況でございま

す。健康づくりについてですね。 

 そこで、副町長におたずねをしたいんですけども、今後も健康寿命を延ばす政策というのを

考えていらっしゃらないものかの質問したいと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 副町長。 

 

副 町 長（大瀬 忠昭 君）   

 健康増進ですね。このことについては、浜野議員から勉強会の折にもご指摘をいただいたと

ころでございます。やはり、病気にならない前の、やっぱり健康を維持することが、まずもっ

て、ご指摘のとおり大切なものと考えております。 

 今後におきましても、やはり、健康を持続させる仕組み、取り組みについては、健康診断を

中心に取り組んでいきたいというふうに思っております。具体的には、ちょっと今、申し上げ

切れませんけれども、やはり、健康を持続させる取り組みは大事なことだと考えております。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ２番。 

 

２  番（浜野 亘 君）   

 ありがとうございます。 

 健康相談センターには健康づくり班というのがありますので、一生懸命、40代の方々から住

民健診対象者でございますので、その方々を健康維持に努めていただくようにお願いします。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 ほかにないようでございますので、これで62ページ民生費から87ページ労働費までの質疑を

終わります。 

 次に、87ページ農林水産費から113ページ消防費までの質疑を行います。７番。 

 

７  番（平田 康範 君）   

 ２点、お伺いいたします。 

 まず、91ページですね。６目の農業生産総合対策事業費、この19節で負担金補助金及び交付

金で426万5,000円、予算計上されていますが、これが、交付先が佐々町イノシシ等防除対策協

議会、ここに交付金として出されておるわけですが、この事業につきましては、概ね、メッシ

ュの設置に係る費用が相当含まれておるかと思うんですけども、平成30年度、どの地区を予定

されて、どの程度の距離といいますか、範囲、これ予定されているのか、１点ですね。 

 それから、この協議会に交付されておりますので、これ、繰越金が発生していないのか、前

年度分がずっと、毎年出されておりますので、この繰越金が発生していないのか、この２点に

ついて、ちょっとお伺いをしておきたいと思います。 

 それから、108ページですね。８款６項１目の住宅管理費でございますが、これ、過去２年

間を見てみますと、平成28年度と29年度、２年間において、13節の委託料で、空き家対策に係

る事業費が計上されております。事業名つきましては、28年度が空き家実態調査、それから、

29年度が空き家等対策計画策定業務、これが計上され実施されておるわけですが、28年度、29

年度で約1,000万円程度の委託料が歳出として出ておるわけですけども、29年度の事業につき

ましては、契約期間が３月末までということになっておりますので、ほぼ、この計画策定、こ

れはできておるものと思うんですけども、今回、新年度予算を見てみますと、これに係る、空

き家対策に係る事業、これが計上されてないんですけども、このことについて、どのようなこ

とで計上されてないのか、まだ策定ができ上がってない、方針が決まってないということなの

かをお伺いをいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君）   

 ご質問いただきました長崎鳥獣被害防止総合対策事業費の支出につきましては、30年度の予

定としまして、捕獲経費の助成費の分だけになっております。防除に対します防護柵のワイヤ

―メッシュの購入なんですけども、今年度ですけども、調査のほう実施した流れで、一応要望

が出たものもあったんですけども、こちらの事業のほうに該当しなかったということで、対象

にはなっておりませんので、今回、30年度につきましては、捕獲経費に対する分の助成の分と

いう形と、あと、あわせまして、免許取得の講習会の助成というのもやっておりますけども、

その分の費用はこの中では支出をするという形になっているということです。 

 あと、協議会の支出の分での繰越につきましては、当年の分で全部、支出をしていくという

形で、繰越はないものという形になっております。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）  

 建設課長。 
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建設課長（山本 勝憲 君）  

 空き家対策に係る費用が今年度計上されてなくて、28、29につきまして、1,000万円ほど委

託料ということで計上させていただいておりました。 

 まず、空き家対策につきまして、住宅費のほうに28、29のほうは組んでおりましたけど、今

回、101ページの土木総務費、住宅費のほうが公営住宅費用を計上しようということで、それ

以外の費用に、民間住宅等につきましての費用につきましては、もう土木総務費のほうに一括

して計上させていただきまして、報酬の空き家対策協議会委員報酬という部分ですが、今回は

組ませていただいておりません。 

 といいますのも、現在、計画を策定中でございまして、具体的な施策につきましては、今後

また、この委員会のほうで協議しながら、議会とも相談しながら、具体的な計画を今後詰めて

いこうということで、30年度詰めていこうということで、計画しております。 

 ですから、早ければ30年度の途中でも予算化するものがあるかもしれませんが、今のところ、

30年度に、具体的施策につきましては、こうやって検討していこうということで、計画してお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ７番。 

 

７  番（平田 康範 君）  

 空き家対策につきましては、大体わかりましたので、もし、出ましたら、早急に議会のほう

にも方針を示していただきたいということを求めておきたいと思います。 

 それでは、鳥獣被害対策について、政策面でちょっとお伺いいたしたいと思うんですが、実

は、もう一般質問で申し上げましたように、鹿が現在、志方地区とか、あるいは大茂地区に出

没しているということで申し上げたんですが、実は先日、鹿町地区の農家の方、何名か知った

方がいらっしゃいましたので、そちらのほうにお伺いしましたら、正式な山の名称かどうかわ

かりませんけども、盲ケ原、あれがね、立っているところかと思うんですが、そこら辺で、20

頭ぐらいの群れを二、三回見たというような話も聞きましたし、それからこの方、鹿町工業の

近くの県道沿いにお住まいなんですが、夜になると、鹿の鳴き声を聞くこともあるよというこ

とで、佐々町以外にもやはり、北松地区には、もう鹿が出没しているんだなというような思い

をいたしております。 

 そういうことで、佐々町だけでこの事業に取り組んでも、なかなか成果は上がらないと思う

わけでございますので、できましたら、この北松、旧六カ町、これは今、佐世保市がほとんど

でございますので、佐世保市とやはり連携をとりながら、こういった鹿対策については、県に

強く要望するような政策をとっていただけないものかと思いますし、また、鹿の捕獲報償金、

これ、お聞きしましたら、2,000円ということでございますが、できれば、こういった報償金

についても見直しを図って、本格的な鹿の捕獲に取り組む必要があるのではないかなと思うん

ですが、こういったことについて、どのようなお考えかをお伺いをいたします。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君）   

 ご質問いただきました鹿の対策につきましては、例えば県北地域有害鳥獣被害防止対策協議

会というのがありまして、県北地区におきます鳥獣対策のほうを、充実・強化という形のほう
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を図っているところになりますけども、その中におきまして、県北地区で協議を行っている形

であります。メンバーの中に、もちろん、関係市町の分と各地区の対策協議会、農業共済組合、

農協、県北振興局が入りまして、協議会のほうを立ち上げておりますので、その中で、鹿の対

策につきましても検討していきたいという形に思っております。 

 それと、鹿の助成金といいますか、報償金の見直しにつきましては、一応、イノシシにつき

ましては、県の補助等ありまして、県内において、イノシシの被害が多いということであがっ

ているとこなんですけども、鹿につきましては、まだ、そこまでは被害の分があがってないと

いうこともございまして、現在のところ、町だけの補助を行っておりますけども、今後、被害

等が実際出てくるようになってくると、やはり、防止策も講じていかなくてはいけないという

ふうに考えておりますので、今後また、協議等いたしまして、どういう対策をとるのかという

のも進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ７番。 

 

７  番（平田 康範 君）   

 鹿の被害ですね。被害が出なければ協議にならないというようなことですけども、先日も言

いましたように、鹿はイノシシ同様、繁殖力が相当ひどいんですね。 

 これは被害が出てからこの対策をとっても、何ら効果はないと思うんですよ。ですから、や

はり、被害が出る前に、この捕獲というものを十分にやって、そして、未然に防ぐというよう

な政策をとるように、やはり、北松地区でそういった協議会があれば、そこで強く意見として

申し上げて、連携をとりながらやっていただきたいということをお願いしたいんですが、いか

がでしょうか。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 課長、質疑が３問目です。明確な答弁をお願いいたします。 

副町長。 

 

副 町 長（大瀬 忠昭 君）   

 この鹿の被害ということで、どんどん鹿が増えているということでご指摘をいただいており

ます。 

 実は先日、佐々町猟友会の総会にちょっと出席をいたしました。その中で、会員の皆様、ま

た会長さんといろいろお話をして、この鹿については、本当に重要な問題ということで行政、

それから猟友会含めて、ちょっと十分に検討していこうということで、一応確認いただきまし

たので、今、お話ありましたように、県を含めた協議会もですけれども、この地元の猟友会と

十分協議を行って、対策に今後取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ６番。 

 

６  番（橋本 義雄 君）   

 昨年、29年度の維持管理について公園、それから道路、それから林道についてをちょっと、

この予算書で見えてこないものがありますので、どういうふうな管理をしていかれるのか。 
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 それと、今、三大花まつりの河津桜が終わりましたけれども、イベントの予算というのはつ

いているわけですけれども、管理の計画というのが、まず、この予算書では見当たらないとい

うことと、やはり、そういった三大祭りを続けていくためには、河津桜は河津の管理計画、そ

して、菖蒲は菖蒲の管理計画、そういったものをつくっていかないと、なかなかうまくいかな

いんじゃないかなという気がします。そこのところをお願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 建設課長。 

 

建設課長（山本 勝憲 君）   

 まず、道路、公園等の管理につきましては、例年どおり、道路維持費の道路維持補修の作業

費のほうで、公園、道路の管理を行っているという形でしております。また、公園につきまし

ては、106ページの公園管理費にございますけど、そちらの中の公園清掃シルバーとか公園管

理シルバー委託という形で、シルバー人材のほうに委託して実施していると。その他もろもろ

の材料費につきましても、需用費等、また原材料、また使用料及び賃借料ということで、重機

等の借り上げ、そういう部分を利用しまして、維持管理を務めていくという形で今、計画して

おるところでございます。 

 一般質問にもございましたとおり、やはり、千本とか皿山とか、大きい公園につきましては、

しっかりした今度、管理計画を立てて、今、遊具の長寿命化計画ということで、遊具の更新に

つきましては、その計画の中で実施させていただいているところでございますけど、通常の草

刈りとか剪定とか、そういう部分につきましては、なかなか作業班だけでは手が回らないとこ

ろがございますし、今後の公務員制度の改革等もございますので、そういう中を見据えた中で、

しっかりとした計画を、今後立てていきたいなと、その中で、業者委託も含めて、しっかりと

した、大きな公園については管理計画を立てていきたいなと考えておりますし、また、小さな

公園等につきまして、地区の公園ですね。そういう部分につきましては、協働のまちづくりと

いう中で、地区の協力を得ながら維持管理に努めていきたいなということで考えておるところ

でございます。 

 それと、桜と菖蒲の管理でございますが、こちらにつきましても、作業班と、それとシル

バー人材センターの委託という形の中で、予算化して、例年どおり実施する予定でおりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）  

 産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君）  

 林道の清掃につきましては、今年度予算のほう、計上しておりませんが、委員会のほうでも

ちょっとお話をしたかと思いますが、一応、清掃に当たりましては、一応、地元などの協力を

いただきながら、実施をしていただきたいという形のこちらの要望という形で進めさせていた

だきまして、地元でどうしてもできないというような形があれば、そちらもどうやっていくの

かというのを、ちょっと検討させていただきたいという形で、実施のほう考えたいと思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）  

 ６番。 
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６  番（橋本 義雄 君）  

 今、説明がありましたが、やはり、去年見てますと、草が生えなくなってから管理委託を出

して伐採などをされておったわけですよ。ですから、やっぱり、一番草の生えるときというの

は、もう６月から８月にかけてなんですよね。そして、昨年は、もう10月過ぎてから伐採とか、

そういったものをやっていましたので、草のあるうちに。 

 というのは、７月に大清掃があって、その残りの部分というのは、林道でも町道でも、もう

手の回らないところと解釈してもらえばよかとですけど、一生懸命、町内会も、年に２回ぐら

いは草刈り活動をしているわけですけども、その中で、どうしても手の回らないところという

のがあるわけですよね。やっぱり、山間部を持った地域というのは、そういったものがありま

すので、そこのところを把握しながら管理をしてもらいたい。 

 それと、三大花まつりの件につきましても、もう今、河津桜は終わりましたけども、駐車場

がなくて、どこにとめればいいかというようなものもありますので、駐車場は確保してやって

もらいたい。 

 それで、林道につきましても、ほとんど、町内会で大清掃のときはやるんですよ。ところが、

そこまで手が回らないということですので、そこはまた、補正でどうのという形になるかと思

いますけれども、やはり、どうせなら、年度に取り入れて組んでもらえばと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 建設課長。 

 

建設課長（山本 勝憲 君）   

 議員ご指摘のとおり、草刈りの時期等に、時期を失した場合があったかなということで、私

のほうも反省しております。今年度は、担当者にしっかり計画を立てさせ、時期を見た中で、

しっかりとした除草作業、維持管理計画を実施していきたいと思っております。よろしくお願

いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君）   

 ご説明いただきましたイベントの折の駐車場の確保につきましては、近くでは河津桜、シロ

ウオまつりのほうがございましたが、そちらのほうの近くでの駐車場というのがございません

ので、役場等の駐車場のところをご案内しているところなんですが、なかなか、周知のほうも

至ってないところもありまして、近くに止めているというような形のほうもお聞きしておりま

す。なるべく駐車場の方、確保しているところに誘導できるような形で、周知のほう図ってい

こうというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ６番。 

 

６  番（橋本 義雄 君）   

 今、建設課長、産業経済課等が言われたように、努力してやってもらいたいと思います。終

わります。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 ２点だけ、ちょっと勉強会で確認しておきたかったもんですから、96ページの林道橋の補修

設計1,430万円の件なんですが、これが何かの計画で、今度新規で上がって来とったもんです

から、橋をするより山には、生産物は最近取り組んでないから、なぜ今、この時期にこれをし

なくちゃいかんのかという理由づけのために、どの計画でこれをなさるのか。国・県補助金も

入っているようですけども、県から言うてきたから取り組んだのか、そこら辺を回答を願いた

いと思います。 

 112ページに防火水槽の解体工事が２カ所ということを勉強で聞いたんですが、要望があれ

ば、ケースバイケースで検討すると答えをいただいておるんですが、この２カ所の分の場所を

ちょっと教えていただければと思います。２点です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君）   

 ご質問いただきました96ページ、林道橋補修設計業務委託料につきましては、以前、国のほ

うでインフラ長寿命化計画の計画の策定があっておりまして、そちらに伴いまして、町のほう

も計画をつくったところでございますが、林道橋につきましては、本町のほうで５橋あります

けども、昭和45年から54年に建設をしているところでございます。 

 良好な維持管理というので、利用していく中で、その点検によります維持管理、現状把握と

いうのが必要だという形もありまして、その予防を考えるに当たりまして、その補修等、橋梁

の長寿命化の修理、かけかえの費用も必要だという形で思っているところなんですけども、そ

の点検に当たりまして、そのうちの２橋のほうでひびが入っているというような問題がありま

したので、補修の必要性が確認されたもので、こちらまた、国の補助を使いまして、今回、そ

の設計のほうの委託料のほうを考えたところでございます。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 総務課長。 

 

総務課長（中村 義治 君）   

 ８番議員さんにご回答申し上げます。 

 防火水槽解体工事につきましては、羽須和地区と神田地区の２カ所になっております。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 羽須和と神田ということですけど、すみません。トン数ば、また教えていただければ。わか

らんと後で結構ですので。要するに、２カ所ということですね。 

 それから、林道の件なんですけど、インフラ長寿命化計画をつくられたということなんです
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けど、私がちょっと理解しとらんもんですから、いつつくられて、この２カ所をしなくちゃな

らなかったということですかね。ちょっと計画に基づいて。 

 公共施設の整備計画の関係もあるもんですから、もう、勉強会のほうにも、いつもお尋ねし

とるんですけど、事業化については、それぞれの計画を優先していかれるのか。ほかの計画が

あればそれをしていかれるのか。そこら辺が私自体、ちょっと理解してないもんですから、全

てが公共施設の整備の中で、全体として合わせて計画していくのかがちょっと理解できてない

もんですから、そこら辺が、予算にぽっと組まれたもんですから、理解せんもんですから、い

つつくられた計画なんでしょうか。その橋梁橋のインフラ長寿命化計画というのは。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 総務課長。 

 

総務課長（中村 義治 君）   

 先ほどの２カ所のトン数ですけれども、今、手元にちょっとありませんので、あと持って、

ご回答させていただきたいと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 いいですか。 

産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君）   

 佐々町のほうでつくっております計画のほうは、佐々町林道施設長寿命化計画のほうになり

まして、平成28年度に作成をしているものになります。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 28年度というんですから、担当委員会がありますから、これ以上は言いませんけども。 

 それから、公共施設の兼ね合いについて、理事からでも、副町長からでも、お答えできれば

と思うんですけど、全体計画の中で、これ、それぞれ予算化されてくるもんがあるもんですか

ら、権限があれば答えてください。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 総務理事。 

 

総務理事（迎 雄一朗 君）   

 公共施設等管理計画につきましては、先ほど言われました28年度の林道施設長寿命化計画、

これについても、平成30年度以降の計画については、基本的には、公共施設等管理計画、事業

計画に含まれていくべきものと考えております。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ４問目ですけど、いいですか。 
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３番議員。 

 

３  番（永田 勝美 君）   

 104ページの橋梁関係の改修計画。今回、長寿命化対策の詳細設計等の業務委託料が計上さ

れておりますけれども、橋梁改修については、国もこの間、重点政策というふうにしているの

かなというふうに思うんですけれども、いわゆるこの橋梁改修について、いつまでくらいの計

画なのかと。 

 国が一定の負担をして、それで補助金や起債等の補助というのがあるのかもしれないんです

が、要するに、実質的な国と県町の負担割合ってどれぐらいになるんだろうかということです。 

 それと、佐々町の橋梁の点検と改修の状況、到達点等今後の計画について、概略教えていた

だきたいということが１つです。 

 もう１つは、103ページの、いわゆる住宅リフォーム支援事業ですけれども、これについて

は、申請があった工事の総額というのがわかりますか。いわゆる、町として幾ら補助をして、

幾らの工事が行われたのかということについて、わかれば教えていただきたいというふうに思

います。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 建設課長。 

 

建設課長（山本 勝憲 君）   

 住宅の補助金のほうでございます。 

 29年度実績ということでお答えしたいと思います。 

 バリアフリー安全型の対象工事が740万円ほどですね。（３番議員「工事総額。」） 

 はい、工事総額ですね。で、省エネ防災型が700万円ほどですね。ですから、合わせて1,440

万円ほどになります。補助額のほうが、当然20万円の限度額がございますんで、バリアフリー

型が、前回の勉強会ではお答えしましたとおり、たしか５件分の100万円、省エネ防災型が全

額使われておりますんで、200万円という形になろうかと思っております。 

 続きまして、橋梁の長寿命化の概略ということで、それと財源的にどうなるのかというお話

でございますが、ちょっとお待ちください。すみません。橋梁の長寿命化に係る補助率が55％

になりますので、国のほうから1,000万かかるなら550万いただけるという形になります。その

450万が町の負担となりますが、それにつきましては、90％が起債対象となりますので、その

90％が起債という形で借り入れと、残りの５％が、最終的には町の一般財源を利用するという

形に、財源化という形になります。 

 それと、橋梁道路につきましては、５年に１回定期点検を実施すると、これは法で決まって

おりますので、その点検を実施しながら、点検状況に応じて、たしか１から４までの判定基準

があったと思いますが、１がいいほうで４が悪いほうになります。３と４に該当した場合が、

橋梁長寿命化ということで改修工事を実施するという形になっております。 

 今のところ計画では、修繕計画自体が、今のところ計画では32年に全て終了するという形に

なっております。すみません、全体の橋梁が、町内に99、町道関係の橋が99ございますが、

１カ所につきましては撤去しておりますので、最終的には98の橋梁を、今後、管理していくと

いう形になろうかと思っております。 

 以上でございます。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 ３番。 

 

３  番（永田 勝美 君）   

 住宅リフォームについては、今、お話があったように、おおむね町からの補助300万に対し

てその５倍弱の工事が行われていると、そのことが全て、いわゆる助成があるから工事をやっ

たというものではないかもしれませんが、いずれにしても、町内で仕事をつくるという意味で

も非常に大きな効果があるのではないかと思うので、ぜひ、省エネのほうは満額ということで

あったので、この拡大も含めて、積極的な活用をお願いしたいというふうに思っております。 

 ２点目の、いわゆる橋梁の改修の問題については、もう一つお伺いしたいのは、先ほどおっ

しゃられた45％のその９割が起債でということでありましたが、その起債については、いわゆ

る国の補填といいますか、そういったものについてはどうなっているのか、財政課長のほうで

も結構ですが、わかれば教えていただきたいと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 建設課長。 

 

建設課長（山本 勝憲 君）   

 すみません。交付税の充当率と起債にかえたときの元利償還に関する交付税の充当率でござ

いますが、22％ということで聞いております。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ３番。 

 

３  番（永田 勝美 君）   

 確認ですけども、いわゆる総事業費の45％の90％のかつ22％と、0.45掛ける0.9掛ける0.22

という計算でいいわけですね。わかりました。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 建設課長。 

 

建設課長（山本 勝憲 君）   

 今の計算で結構です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ほかに。 

４番。 

 

４  番（長谷川 忠 君）   

 資料のほうで、100ページになります。７款の消費者行政推進費、これのちょっと内容がわ

からなくて、前年度に比べたら295万7,000円ということで、それを報酬の面で192万から前年

度に比べると倍ほど上がっていますので、この消費者行政推進費っていう自体が余り内容がわ

からないことが一つあることと、もう１点は５款の祭り費、それが前年度は343万4,000円あっ

たのに、ことしは284万6,000円、58万8,000円が減になっているので、祭りに対しての減額は

どういうことかなとお尋ねしたいと思って、この２点です。よろしくお願いします。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君）   

 御質問いただきました、まず、５款の祭り費につきましては、主にはイベントの委託のほう

になりますけども、こちらのほうが大幅に減額という形になっとりますけども、イベントの分

の警備であったり、バスの移動の分の費用の分を現年分と同じような形で計上しておりますの

で、実情に合わせたところで減額をしているというところでの減額になっているかと思ってお

ります。 

 続いて、７目の消費者行政の推進費のほうですけども、こちらのほうでは、消費者行政とい

うことで、消費者問題に係る分の相談窓口のほうを開設しておりまして、そこに相談員のほう

を置いておりまして、その分の人件費が主なものになりますけども、あと、その相談員の研修

等の経費のほうもこういった形に含まれておりますので、その分の年間を通した分の費用とな

っております。昨年が、骨格の部分で……。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 12時となりましたけども、時間を延長します。どうぞ。 

産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君）   

 昨年が、骨格の分で年度途中までの費用になったかと思いますので、その分で今回、倍とい

う形になっているかというふうに思っております。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ４番。 

 

４  番（長谷川 忠 君）   

 すいません。祭り費のほうですけど、バス移動というと、何を対象にしたイベントに対して

のバス移動のことのお話なのか、ちょっとお伺いしたいなと思って。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君）   

 三大花祭りの一つのしだれ桜まつりのほうになりますけども、こちら、真竹谷の奥のほうの

真竹谷広場のほうにあります桜についての祭りになっておりますけども、皿山公園のほうから

入っていくところの道が少し狭いということもありまして、当日、車が混むような形であれば、

交通に支障を来すものですから、その際にバスを使いまして、皿山公園のほうから広場までと

いう形を以前行っておりましたが、そこまでその交通量がないんじゃないかということもあり

まして、バスのほうをもう取りやめまして、前回は、夜のほうでライトアップのほうを行って

おりましたけども、そちらのほうも取りやめになった経緯もありまして、バスのほうが必要じ

ゃなかったという形で落とすような形になっているところです。 

 以上です。 



― 平成 30年 3月 第 1回佐々町議会定例会（4日目） H30.3.20 ― 

- 29 - 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ４番。 

 

４  番（長谷川 忠 君）   

 最終的には、結局、三大花祭りの一つの皿山公園での真竹谷ですか、あちらの桜を対象にし

たあれで、イベントがだんだん縮小しているような形になっているわけですか。今後、どうい

うふうな形でそのイベントを継続し、やっていくのかということをちょっとお尋ねしたいなと

思います。よろしくお願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君）   

 祭りにつきましては、三大花祭りになりますけども、三大花祭り実行委員会というのを開催

しておりまして、その中で事業をどうやっていくのかという話をさせていただいておりますが、

しだれ桜につきましては、ちょうど４月の頭、上旬のほうが桜が開花する形ではあるかと思っ

ておりますが、ただ、ちょっと場所的なものと、あと気象的なものがありまして、なかなかそ

の時期に合わせた分のイベントを打つという形のほうが取りにくいところがありまして、実際

に、業者さんのほうにも、こういった形で入ってはどうかっていう話もしているとこなんです

けども、なかなか皆さん、手を挙げていただけないということもありまして、イベントを打つ

には大分難しいところがございます。 

 そこで、一応、30年度におきましては、一応、場所の提供をするような形で、祭りののぼり

等を掲げる形は考えておりますが、実際、それ以上にイベントという形を実施するような形が

今のとこございませんが、そういう要望のほうは実行委員会のほうでは提唱しているところで、

そういった参加の申し込みがあれば実施いただければという形に、今のところしている状況と

いうことになります。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ４問目ですけど。質疑４問目になります。 

４番。 

 

４  番（長谷川 忠 君）   

 すいません。イベントに関してはそういうふうに経費削減という形で、何か三大花祭りも、

やっぱりだんだんそういう形になるのかなあと懸念材料として考えております。 

 もう一つ、先ほどお聞きした、消費者行政の推進費、これは国とか県からやってくれという

形で要請があって、お金も184万5,000円ですか、出ているということで、嘱託員の報酬がやけ

に上がっているなと思ったのは、やっぱ１名から２名か体制が変わって、そういう形になった

から予算が上がったのかなということで思ったんですけど、御回答のほうお願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 産業経済課長。 
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産業経済課長（藤永 尊生 君）   

 雇用につきましては、嘱託職員のほうを１人、年間を通して雇っているという形になってい

るところです。 

 昨年が半年分の当初予算での計上になっておりましたので、今年度が１年間分ということに

なりますので、人員の増という形ではなくて、１人分の年間を通した分の予算の計上という形

をしているところです。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 １番。 

 

１  番（永安 文男 君）   

 109ページ、常備消防費のここの分で、以前の会議等で、見返橋の出張所がライスセンター

の横に移転するっていう話を受けておるんですけれども、ここの部分の、当然、対策等はされ

るとは思いますけれども、現時点で、管轄の佐世保市消防局との協議の中で、交通安全対策、

あそこの交差点とか、ライスセンター入り口の踏切とか、でんでんパークとかいろんな要素が

絡んでいますので、その辺のことが、現時点で協議されているのかどうかを、一つお尋ねしま

す。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 総務課長。 

 

総務課長（中村 義治 君）   

 ただいまの１番議員さんの御質問でございますが、今、場所がライスセンター横とでんでん

パークの横に決まったっていうことだけで、担当委員会のほうもそこに報告しとるだけでござ

いまして、今から、１番議員さんが言われた分については、今後、そういう話が出てくるんじ

ゃないかというふうに思っております。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 １番。 

 

１  番（永安 文男 君）   

 これからの協議ということで、あそこの交通状況は、もう御承知のとおりと思いますんで、

やはり、子供さん連れとか、いろんなサンビレッジに入る交差点、いろいろ頻繁な交通量があ

りますので、十分その辺が、ちょうど角っこに予定されているようですので、注意をいただく

ように要請をしておきたいと思います。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ほかにございませんでしょうか。 

 

 （「なし。」の声あり） 

 

 ないようですので、87ページ、農林水産費から103ページ、消防費までの質疑を終わります。 
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 １時15分まで、暫時休憩といたします。 

 

 （12時08分  休憩） 

 （13時13分  再開） 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 総務課長。 

 

総務課長（中村 義治 君）   

 先ほど、午前中に８番議員さんからあっておりました、112ページの15節工事請負費の防火

水槽解体工事ですけれども、羽須和地区が26トン、神田地区が40トンということになっており

ます。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 次に……。８番議員、いいですか、それで。 

 次に、114ページ教育費から、151ページ予備費までの質疑を行います。 

５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 114ページの給食センター整備検討委員会に報酬ということで計上してある、件について、

考え方をお伺いしたいということで、質問させていただきます。 

 私自身、学校給食関係で一般質問２回ほどさせていただきました。この学校給食につきまし

ては、平成26年でしたか、行政経営改革委員会を立ち上げられ、町長の２期目の就任挨拶で、

２期目ギアチェンジしてスピードを上げた取り組みを行っていくということで、係る行政課題

を何点か上げられて、その中からこの行政経営改革委員会がチョイスをされ、経営改革と視点

をかえた取り組みというような概要で、学校給食、アレルギーとか、そういった諸課題が喫緊

の課題であるということで、答申を出されたというふうに認識しております。 

 私がお伺いしたいのは、どのステップでの検討委員会なのかということです。時間軸との関

係ということで、やらなければいけない仕事、やらなければならないことはやるしかないと。

その場合、戦略は必要ないと。しかし、できればやりたい仕事、どう進めるかは戦略的な観点

が必要であるというふうに、私自身、認識しております。何をやるのか、何からやるのかを決

めなければ、限られた時間の中では、どちらもできないことになっていると、現状がそういう

状況じゃないかというふうに認識しています。 

 勉強会の折、執行部の説明は、聞いておりますと、ゼロベースでの検討のように聞き取れま

した。何のための答申だったのか、さまざまな議論経過を、私自身、行政改革委員会の会議録

を読み取らせていただきましたが、なかなか深い議論を交わされ、課題解決のためのフローま

で用意されていたんではなかったかというふうに認識しております。 

 そこで、繰り返しになりますが、今回の整備検討委員会については、どのステップでの検討

委員会というふうに捉えればよいものか、再確認をさせていただきたい。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 教育次長。 
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教育次長（水本 淳一 君）   

 議員、御指摘のとおり、平成27年に答申を受けまして、平成29年度におきましては、平成28

年度に策定いたしました学校施設整備構想、これにつきましても、答申の結果を受けまして、

それをもとに学校給食センターのことにつきまして、内部で協議を行いまして、町長部局とも

協議をしてきたところであります。 

 平成30年度におきましては、ステップということでおきましては、より具体的な検討をする

ために、給食センター整備検討委員会という名称を、仮称をつけておりますが、設置を行いた

いというふうに考えております。 

 まず、調理場としての整備方針、自校方式、センター方式、親子方式ということで、勉強会

のほうにもお伝えいたしましたけれども、現時点で基本的なところにつきましてを、まずそれ

についての比較検討等も行いまして、整備事業費の比較とか維持管理、ランニングコスト等を

算定し、次に、30年度、もう早い時期におきまして基本方針というものの策定を急ぎたいとい

うふうに考えております。 

 検討委員会は、学校栄養士、調理員、ＰＴＡの方、それと有識者約10人を想定しておるとこ

ろでございますけれども、基本方針案の策定に向けて、意見を集約するとともに整備内容につ

きまして、御理解をいただきたいというふうに最終的には考えているところでございます。 

 また、平成30年度に入りまして、町部局とともに早急に視察研修を行いたいというふうに考

えております。これは検討委員会も交えてというふうにも考えておるところではございますが、

本町と同規模の給食センター等を訪問いたしまして、現在の運営状況とか整備、経過等につき

まして、最初から最後までの部分の細かいところの調査を行いたいというふうに考えておりま

す。若干の時間を要すると思いますけれども、平成30年度には基本方針案を策定すること、ま

た、学校、保護者に御理解をいただくこと、さらに建設場所を含めた整備計画等について検討

を行い、議会の皆様方にも御理解をいただくべく、その間、委員会等も開催していただきまし

て、御意見を賜りたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 私が心配しているのは、なかなか形になって、思ったように出てこないと、喫緊の課題であ

るということで、町長は諮問を出されたと。それに対する答申が出てきたと。その時期は、全

国紙のほうでも学校給食のアレルギーというポイントについて、大きな紙面で問題だと、課題

だというふうに、全国的にも取り上げられています。佐々町も例外ではないだろうと。命にか

かわる問題として、町長もスピード感を上げて行っていくという２期目の方針を、なかなか形

にできていないというのが現状ではないだろうかというふうに感じております。 

 今年度、先ほどおっしゃられたものを示されて、整備スケジュールは今年度その検討委員会

で出てくるというふうに認識してよろしいのかを、再度、質問させてください。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 教育次長。 

 

教育次長（水本 淳一 君）   

 先ほど説明いたしましたように、まずは基本方針案を早急に策定し、議会の皆様方、それか

ら学校、保護者の方々に御理解を、まずはいただきたいというふうに、努力をしていきたいと
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いうふうに考えております。 

 時期につきましては、先ほどおっしゃったような問題等々ございますのは十分、認識してお

りますので、スピード感を持って取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 検討委員会となっていますから、こうしますよということは現在、申し上げきれないという

のは重々承知しております。ただ、執行部としての目標、計画年次をどのように目標として掲

げられているか、そこは検討委員会を立ち上げる際には持っておくべき目標ではないかなと。

町長は喫緊の課題であるというふうに示されたというふうに認識しておりますから、そこのと

ころ執行内部ではどのような目標を持って、立ち上げられていくのか、その点だけよろしくお

願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 教育次長。 

 

教育次長（水本 淳一 君）   

 重複するかもいたしませんが、基本方針案の策定を十分行いまして、これを早急に策定した

いというふうに思います。今も、策定準備を進めておるところでございます。施設整備運営方

法、整備、建てるほうと、また運営する方法もございますので、その辺につきまして十分協議

を行いながら、委員の皆様の御意見、御理解をいただきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 わかりました。では、方針の中に整備計画スケジュールが示されるのか、そこのところを再

確認させてください。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 教育次長。 

 

教育次長（水本 淳一 君）   

 示されていくものというふうに、私は考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ９番。 

 

９  番（川副 善敬 君）   

 教育委員会の中学校の、130ページ、工事請負費がないんですけれども、佐々小学校、口石
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小学校においては、口石においては駐車場をとり、樹木伐採、それから佐々小学校においては

校門前街路灯というのがありますけれども、佐々中についてはこういうふうな生徒の安全とか、

そういう工事、改修、こういうものについては予算は上がってないんですけれども、こういう

ところは万全であるのか、まずお尋ねいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 教育次長。 

 

教育次長（水本 淳一 君）   

 すいません、樹木伐採につきましては、両小学校のほうには上げていたと思います。これは、

４年ほど前に伐採した経過もあるということで……。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

    ９番。 

 

９  番（川副 善敬 君）   

 だから、樹木伐採なんか上がっているけども、佐々中学校には１つも、改修工事費が上がっ

てないけどっていう。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

    教育次長。 

 

教育次長（水本 淳一 君）   

 工事費につきましては、本年度30年度予算には上がっておりません。ただ、ちょっと要望が

一番強かったのが防犯カメラの設置ということで、防犯の面から、それはもうちょっと早急に

ということでしたので、こちらのほうで予算に計上させていただいた次第でございます。 

 以上でございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ９番。 

 

９  番（川副 善敬 君）   

 これは、予算勉強会のときに私が質問したんですが、やはり一番学校が大切なことは、小学

校、中学校で皆さんからお預かりした児童生徒をきちんとして送り出す、そしてそのためには

勉学、体育においての環境整備をするということが、一番大事なんです。 

 それで、私は５年前だったんですか、佐々中学校のグラウンドのトイレについて、トイレと

部室です、これについて改修をするべきじゃないかと。佐々町の人がおっしゃってましたんで。

なぜかと言えば、ここはジョギングフェスティバルやジュニアサッカー大会、町民運動会、一

般の利用団体、それらも含めて173団体がそのトイレを利用しております。 

 そしてまた、昭和53年の建設で、トイレが古く老朽化して不衛生であるということで、利用

されている方からのいろいろなクレームがありました。そしてまた、一番大事なことは、この

当時、各地でトイレでの女生徒に対する事件が起きております。そういうことで、具体的なこ

のときは山形の高校などで、切りつけられたり、今でもわかるように、公園のトイレちゅうの

が犯罪一番多いんです。そういう意味において、そしてまた、下校のときに暗くなるから、ち

ょっとトイレをしても危ないんじゃないかと。 
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 そういうことで、ぜひ、ここはするべきだということで、なかなかその当時は小学校、中学

校の耐震工事が入っているということで、待ってくれということだったんですが、その小学校

の耐震工事が終わり、中学校の耐震工事にかかろうとするときに、たしか補正で、交付税措置

で1,900万、一般会計に持ち出しがいらないようになったんです、補正で交付税措置がふえて。

そのときに、これやろうということで、実施設計予算までつけてあるんです。こういうところ

を、今、防犯カメラと言われましたけれど、外から私、また見に来ましたけれど、男子のトイ

レしているのもわかるんです。そこ確認されました。それから、女子のところも入っていくの

がわかるんです。だから、ここには照明を付けて、ブザーと付けて、危険防止をするという、

そこまでやって、それなら財源も、浮いたじゃないか、交付税措置で1,900万、確か1,900。 

 それで、実施設計に上げとって、そしてその後、実施されてない。そういうのを教育委員会

は、そういうリスクのあるようなところは、どうして引き継ぎをし、予算に上げないのか。ど

ういう予算の上げ方をしているのか、お聞きしたい。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 教育次長。 

 

教育次長（水本 淳一 君）   

 議員、御指摘のとおりでございます。平成24年度に実施設計が終わっておりまして、平成26

年度に、まずは駐輪場の改修工事が行われております。議員からの委員会での予算勉強会の折

にも御指摘がありましたように、その後、部室、あるいはトイレの改修につきましては行われ

ていないわけでございます。まことに申しわけありませんけれども、事務引き継ぎがうまくい

っていなかった部分もあったと思います。 

 議員の御指摘がありまして、おかげさまで再確認することができましたので、内部でも十分、

協議を今、行って、現場にも行ったところでございます。今後、実施に向けて前向きに検討さ

せていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。危険

性なところ、あるいは防犯、安全性の問題につきましては、十分確認しておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ９番。 

 

９  番（川副 善敬 君）   

 これ、後の引き継ぎが行われてなかったというけども、実施予算、設計予算まであげて、お

としたということは、きょうは町長おらんけども、これ副町長、どういう事務の引き継ぎをや

っているんでしょうか。これは、事件が起きなかったら、起こるということを前提で言ってい

るんじゃないんです。 

 例えば、県が口石小学校のところを歩道工事をしています。歩道の横断事故なんかが何年前

多かったから、早急に国が補助金を付けて県がやりよるですね。だから、子供たちの安全ちゅ

うことに対しては、特に国も県も気を付ける段階で、そして５年間ほったらかしとったという

ことは、こういう引き継ぎ、まあ総括でもの別の問題もありますけれども、こういう問題につ

いては、やはり大事なことですから、事務引き継ぎの体制、それからまた、教育委員会として

は前任者の申し送りちゅうのはちゃんと書いてないと。各課も一緒ばってん全部そういう大事

なことについて、引き継ぎ後についてはどうしているんですか。それは一番、ここでは副町長

が最高責任者だから、そこら辺をもう一度、見直す必要があるんじゃないですか。 
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 それから、教育委員会もどういうふうに予算上げているんですか、現場から上げてきたとき

に上げるんですか、あなたたちが確認するんですか学校と。そうしたら、当然、前も上がって

きとるから、そういうとをやはり、きちっと記録に残しとってせんと、横断、交通事故の問題

でもなんでも、事件が起きてからはこれはおそいんです。普通のことなら、まあそれでいいけ

れども、だから私はここは早急にするべきだったと思うんです。私がちょうどいなかったから、

その間に。 

 だけど実施予算までやって、1,900万か、交付金が後からきて、中学校の耐震もこれで終わ

るというところで付けた予算なんです。それを引き継ぎも完全じゃなかった。検討しますと、

これじゃあいかんけれども。それで、そこら辺はどうなんですか、今後は。引き継ぎとかそう

いうものの改革もやはり、副町長、せんにゃいかんでしょ。（議長「いいですか。」）それと

この問題についてどう考えているのか。（議長「副町長。」）それから、現場については教育

長、どうそこは確認している、思ったか言ってください。事務引き継ぎとか改善については、

ちょっと副町長のほうから。どうぞ。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 副町長。 

 

副 町 長（大瀬 忠昭 君）   

 今、御指摘、重々承っております。確かに今、言われますように引き継ぎ含めて、今回の議

案もそうですけれども、やはり職員のそれぞれの認識が十分不足をいたしておると反省をして

いるところでございます。 

 この件につきましては、確かに必要性、十分、認識もしておりますけれども、今後、十分、

ちょっと検討させていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 教育長。 

 

教 育 長（黒川 雅孝 君）   

 現場の状況については、議員御指摘のとおり、改善が必要だというのは痛感しております。

確かに子供、そして町民の方も使われる場所でございますから、先ほど次長も答弁しましたよ

うに前向きに検討させていただきたいというふうに考えておるところです。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ほかに。８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 114ページの学校給食センターで、私もお尋ねしますけど。今、なぜしなければならないの

かというのを問いたいと思うんですが、当初は公共施設の整備ということで、縮小していくよ

うな計画をなさっておったですよね。人口減少とか、いろんなことで。そして、なぜこれを今、

しなくちゃいかんとか、公共施設の中間のとを企画のほうからいただきました。もう規定事実

として、計画では教育委員会は、全て年度計画立てた、給食センター31年度1,500万、32、

４億、33年度、設備２億8,000万円、６億幾らかかる規定事実をつくりながら、裏付けの検討

委員会してつくっていっていると。そんなら全ての公共施設の計画を出してもらわんば、優先

度を私たちに示してもらわんと、議会で。わからないということ。それを一つ言いたい。早急
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に出してもらわんといかんです。教育委員会は出してる、ほかのところはまだ検討していない

と、各課が。その中で何でこれが優先度が高いかって、わからないです、判断材料がない。そ

れをちょっと聞きたい。 

 それからもう一つは、口石小学校の用地の駐車場整備、私はこの案件については動議出して

否決しましたから、自由に言わせてもらいますけど、1,400万もかけて、あの土地を買って、

なぜまた700万かけてする、2,000万近くかかるんです。買わんば理由が私どうも納得いかんで

す。今後の公共施設の整備に関係するからとか、町長は答弁受けましたけど、収用の関係でし

なくちゃいけないような状況になっているんですか。国税を承認もらったから、今年度にしな

くちゃいけないという条件が付いているんですか。そこら辺、ちょっとお尋ねしておきたい、

必要性を。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 総務理事。 

 

総務理事（迎 雄一朗 君）   

 今、話されました公共施設等の整備の優先度につきましては、議員御指摘のとおりでござい

まして、今、勉強会でお示ししました事業計画の10年間の計画をお示ししているんですけども、

これは各教育委員会も含めて、それぞれの公共施設の現状の計画を出してもらっていますけど

も、これをその実際の財政計画としまして、その基金の状況であったりとか、起債、償還額の

見込みとかこういったものを踏まえたところでの、優先の順番、事業計画というものを早急に

つくっていく必要があると考えておりまして、議会のほうにも早く示すようにしていきたいと

考えております。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 教育次長。 

 

教育次長（水本 淳一 君）   

 平成27年度に答申が出されておりますが、その中におきましても佐々町の３校の、今の学校

給食の自校方式におけるデメリット等も書かれておるわけでございます。答申の一応基本とし

たものにおきまして、平成28年度で先ほど言いましたように、学校施設整備構想という中で中

学校の横の親子給食のところを検討しながら、そして本町が選択をした場合においてはどうい

った施設が必要なのかという規模等につきまして検討してきたわけでございます。先ほど言い

ました、検討委員会の中で、再度、基本に戻りまして自校方式なのか、センター方式なのか、

それから親子給食なのか、その辺を基本方針案としてうちのほうでまとめ上げたいというふう

に考えておりますので、センター方式を今進む、まっしぐらという話ではないので、その辺を

基本的なところでまとめ上げていきたいと。これも早期、スピードを持って、次の方針として

つくりあげたいというふうに考えておるところでございます。 

 それから、口石小学校の駐車場の件につきましては、昨年度以来、用地の購入をいたしまし

て、年度内には整備は行われなかったわけですけれども、本年度に入りまして、新年度で計上

させていただきたいというふうに考えておるところでございます。 

 駐車台数といたしましては、24台駐車できるということでございますが、アスファルトまで

はせず、砕石で転圧方式で駐車場を整備したいと思っています。もともと駐車スペースが狭い

という課題を抱えとった中で、これまで答弁いたしましたように、駐車場の求めが多かったも

のですから、今回、駐車場を整備させていただきたいというふうに考えておるところでござい

ます。 
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 以上でございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 給食センターについては、そしたら今度は調理員さんとかＰＴＡ関係とか、いろんな人を入

れて10人程度とおっしゃいましたけど、そこの中で技術的な問題とかいろいろ専門知識がある

ということですか。そういう考えとけばいいですね。案を出すだけでしょ。さっき私が言いま

した、この公共施設の予算化のようには結果を見ていかないということで、認識しとけばいい

とですね。これから見れば、教育委員会というのはこのとおりするということが見え見えなも

のですから、予算計上しないとわからんとですけれども、あくまでも方針案までつくるという

ことですね。それを確認しておきたい。 

 それから、口石小学校の件ですけど、いろんな資料を逆算しますと、造成工事が520万、伐

採工事が256万で776万になるような、いろんな資料を足して、見ていったらなるんです。そし

たら、この伐採というのを近辺にある樹木も伐採をするという考えですか。一般的に日常の伐

採は各学校15万程度しか組んでないものですから。この256万ってどういう伐採をなさるのか

なと思って。間違っとけば訂正してください。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 教育次長。 

 

教育次長（水本 淳一 君）   

 口石小学校の校庭の樹木の伐採を行うものでございまして、体育館の横とあと校庭の北側と

いうことで、２年計画の１年目ということで考えておるところでございますが、砂を撒いて、

田んぼに入ったりするおそれもありますので、これにつきましては全て伐採してしまう方向で

はなくて、きれいに剪定をしながら、迷惑がかからない程度の伐採を行っていくというもので

ございまして、ちょっと金額は、今、すいません、即答できませんけれども、こういったもの

を、今回、佐々小学校のほうも校庭の樹木の伐採を行うというふうにしております。 

 それから、先ほどの給食センターの件でございますが、教育委員会がいくらセンター化した

いということであっても、町長部局の協議が必要になってまいりますので、今年度そういった

ところの比較検討も行いながら、町部局との一緒になって、協議をしていきたいというふうに

考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 そしたら、樹木と伐採等工事は、ようわからんですけど、脇に二、三本あったですけど、駐

車場に支障のない程度を伐採していくということですか。私は全部伐採して、整地していくの

かなとちょっと疑ったものですから、そうやないんですね。それにしては金額がちょっと多い

です、256万って。何に使うのかなって、ちょっと疑問が。財政課長、わかっておけば、お答

えできれば、予算査定で。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 いいですか。 

 休憩します。 

 

 （13時45分  休憩） 

 （13時46分  再開） 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかにございませんでしょうか。 

３番。 

 

３  番（永田 勝美 君）   

 ２点です。１つは、122ページの、122ページだけではないんですが、就学援助費についてな

んですけれども、この間、就学援助費の利用拡大については一般質問でも取り上げたところで

すけれども、１つは一般質問で回答されておりました入学準備金の30年度からの実施と。要す

るに前倒し支給です、４月になってからの支給ではなくて、入学前に支給をということについ

ては、確認ですけれども、今回の予算の中に盛り込まれているのか。あわせて、中学校の場合

は小学校から中学校ということでわかるわけですけれども、就学前児童の状況ということでい

うと、いわゆる小学校の入学前の子供たちへの就学援助については、これの前倒し支給という

のは実現されるのか。そのことをひとつ確認をしておきたいということです。 

 それから、もう一つは117ページですけれども、羽ばたけ若者人材育成奨学金事業補助金90

万というのがありますけれども、これも確認ですけれども、これはいわゆる給付型の奨学金で

30万円を３人という予算であったかというふうに思うんですけれども、これについては町内の

企業からの寄付金が一つのきっかけになって、３年間という次元的な取り組みなのだという御

説明でありましが、その後について、どうしていくのかということについてということと、給

付型奨学金については大変喜ばれている制度でありますから、ぜひ、さらに拡充をというふう

にしていきたいと思うんですけれども。 

 改めて確認ですけども、30年度の予算に計上されているということは、いわゆることしの春

に進学をされる方々、そういった方々についても遡って活用できるということで、理解してい

いのか、そのことをちょっと確認しておきたいと思います。 

 以上２点です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 教育次長。 

 

教育次長（水本 淳一 君）   

 まず１点目の入学準備金、これ名称は仮称になろうかと思いますけれども、30年度実施され

る予算が入っているのかというふうなことでございます。平成31年度に入学される方を対象に

した、小学校１年生入学予定者と中学校入学予定者につきましては概算で把握をいたしまして、

今回の予算に反映させていただいておりますので、平成31年３月の支給を今のところ考えてお

りますので、ただ、要綱の改正等も必要になってまいりますので、それにつきましては今年度、

30年度中に整備を進めたいというふうに考えております。 

 それから２点目の、佐々町奨学資金貸付の羽ばたけの分でございますけれども、これにつき

ましては、新規という形で載りますが、既に平成29年度のことしの３月におきまして、既に審
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議会を開きまして、３名の方を決定いたしたところでございます。 

 平成30年４月入学予定者ということでございます。いろんな要件等もありますので、合格通

知書の写しをいただくとか、そういったものの準備を今、進めておりますので、平成30年度に

おきましても、３名分を計上させていただいておるところでございます。 

 これにつきましては、時限的に平成31年度までということで、佐々町まち・ひと・しごと総

合戦略の１つとして、掲げているものでございます。以前から御指摘ありましたようなＰＤＣ

Ａサイクルということで、結果どうであったか、効果等を検証作業を行いまして、継続してい

くいかんにつきましては、32年度以降どうするかにつきましては、再度、検討するというふう

な段取りになっておるかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 教育長。 

 

教 育 長（黒川 雅孝 君）   

 御質問の中に、就学前の子供に対してどうするかということでございましたが、12月ちょっ

と、確かな時期ではありませんが、12月くらいに就学前の健康診断というのを実施いたします。

そこで、特に小学校１年に入学する子供たちには周知を図って、そして申し込みを受け付ける

という形で、小１の時点から支給できるように考えていこうというふうに思っております。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ほかにございませんでしょうか。 

 

 （「なし。」の声あり） 

 

 ないようでございます。これで、114ページ教育費から151ページ予備費までの質疑を終わり

ます。 

 最後に、歳入歳出全般の総括を行います。 

９番。 

 

９  番（川副 善敬 君）   

 まず、財政運用についてお尋ねします。たしか前年度で補正で、繰上償還をなさったですね、

補正で。それで、その理由が、国の諮問会議で基金を多く持っていると減額されると、県から

言うてきたと、民間の方と。その後、国のほうでは基金は、自治体が災害とか、いざというと

きのためには必要であるから、これは基金についての、残高についての交付税措置は考えない

ということやったですね。 

 それで、まずこういう財政運用については、そういうふうに国、県から、県とか民間の方が

来て指導を、財政課長言われましたけれども、そういうふうな緊急の財政運用ではなくして、

今度も公共施設整備の10カ年計画をつくっているけれども、前も全部つくった。しかしながら、

やはりそのときそのときに応じて、必要な財政運用というのがなってくる、国の政策によって。 

 佐々町も昔、人口が１万人いってないときは、過疎債を使って、皿山からあそこから、それ

からまちづくり事業をつくってやったですね。今、国はふるさと創生事業で、人口をふやすた

めにやりよるですね。そうすると、10カ年計画もつくっておるけれども、基金運用については、

今、一発で公共整備資金を上げとるね。結構たまっとるけれども、本来10カ年で、そういうふ
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うに国からどういう指導がきておるか、僕もまだわからんけれども、40年間つくれということ

であって、10カ年つくっておる。 

 しかしながら、私たちが前から言いよったけれども、災害において、この役場は佐々川に近

いんで、総合庁舎の基金をつくって早急に委員会で、専門委員会つくってするべきだちゅうこ

とは、前から言いよったんですね。だから、そういうふうに必要である基金については、きち

っと目的を持って、おおざっぱに公共施設整備基金とするんじゃなくして、そういう運用をや

はりするべきじゃないかと、私思うんです。 

 それから、ちょっと忘れたけれども、町債の場合に２％以内の借入利息って書いてあったね、

さっき。銀行関係が縁故債たいね。そして、国の資金運用部から借りるのは交付税措置がある

分が、原則的にしよっとかね。この使い分けについては、交付税措置がある分は国でしょうけ

ど、今、この政府の資金運用部と、国からその縁故債、前は農協からでも買っとったもんね、

一時運転資金。しかし今度は銀行って書いてあるけれども、そういう、一時運転で借りとった

とかな、農協。そこら辺の運用の仕方ば教えてください。 

 それから、一番問題点は、この前から言った会社、総合福祉センターの前に町有地ば売却で

すね。このときにはっきり言うて随意契約ということやったですけども、このときはまだ不動

産鑑定の資料が出とらんやったんですね。勉強会で請求して後からもらったですもんね。だか

ら、この件についてちょっと質疑させていただきたい。 

 この不動産鑑定、このまず、入札、随時契約をできる場合の定義については、90、167の

２項において、やはり競争入札に適しないものをだったですね、しかし、そしてまたここにど

うですか、時価に比べて著しく有利な価格で契約する見込みがあるときですね。というここら

辺の、それと競争入札にすると契約の目的が達せられない。私は今度、これを聞いたときに、

まず佐々町の人口増加のために、この土地を売却して社員寮をつくると。これだったら、ほか

の競争入札にしても、ほかの企業も入札に参加するということで、これ目的がちょっと違うん

じゃないか。その一企業のためにしてるんじゃないか。 

 それから２点目は、有利な価格で契約する見込みがあるとき。これは不動産鑑定士にしたと

ころで、最終的には幾らだったか、１億1,600万。そうすると、今ちょっと答えてくださいね、

そしたらこれはですよ、後ろぬきは弁当で塗ってあるけどね、はっきり言って。書類で見たら、

調査した時点が、住宅地の中でも、価格があまりしない神田、皆瀬免、沖田免、そこを調査し

てあるね。 

 そして、この中で出てきたのは、この不動産鑑定士の言うのには、時価相場でいうと、類似

点はなぜ調査しないのかと私は言いたいね、まず価格の安いところばかりしている。それから、

この不動産鑑定士が一方的、片一方で言っていることは、業者の売り希望価格は平米７万から

７万5,000円と書いてあるんです。ページ、何ページかな。書いてあるよね。そうすると、こ

れを坪数に掛けると23万1,000円から24万7,000円、１億6,000万から１億7,160万となるとね、

27万5,000円のときが。そうすると大体、一番最高額の24万7,000円、この不動産鑑定士が言う

とる。何ページか。６ページかね。ここで、同一需要圏は佐世保市周辺の郡部住宅地域群では、

最高の環境とも良好な土地であるとして平米７万から７万5,000となっておる。そうすると、

例えば、当たり前にこの価格で売った場合と、現実に町が随意契約した場合に5,560万の差が

出てくるね。そうすると、随意契約においては有利な価格で販売すると認められるときと書い

てあるんですね。矛盾するって私、思うんですけど。そうすると、これは町に対して高く売れ

たものを、この不動産鑑定によって、当たり前であればそれしこで取られるけれども、これに

よると5,500万ほどの損害があると。理由はいろいろ書いてあるよ。個別に売った場合はこう

だとか。入札しとらんけん、それは私は通用せんと思うとやけど。 

 それで、これはまず、はっきり言って、この随意契約は、町に対してこの価格差は損害を与

えるものではないかと思う質問ね。それはどうなのか。 
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 それからもう一点は、ここに黒塗りで、不動産鑑定業者は黒塗りね、そうすると不動産鑑定

者は決めるときは入札したんでしょ。入札するということは当然、公表しなければいけないん

じゃないかね、そうするとここに名前、書くべきじゃないと、はっきり言って、黒塗りせんで。

この不動産業者に対しては、購入の企業とも役場とも関係ないですよと、公平に選ばれた鑑定

業者ということで述べてあるね。そうすると、ここに名前を入れて、幾ら、何人が入札に参加

し、誰が落としたっちゅうことを正々堂々とここに公表すべきじゃないですか。 

 それから、後ろの黒塗り、これは、ノリ弁じゃなくて振りかけノリやけど、この部分につい

ても、住宅を調整した分についても入れとくべきと。要するに入札するっちゅうことは公表し

てもいいっちゅうことでしょ、この業者も。そういうことで、私は、今はいろいろ言うたけれ

ども、議長がまとめてくれたら、それに対して答弁ばお願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 企画財政課長。 

 

企画財政課長（今道 晋次 君）   

 すいません。質問の聞き漏らし等あれば、大変申しわけございません。御指摘等いただけれ

ばというふうに思います。 

 まず、１点目ですけども、財政運営というふうなことでの御質問でした。以前から複合庁舎

というか、そういった基金の指摘もしてきたっていうふうなことの流れから、縁故債と政府資

金という話で、農協でも以前地方債の発行の受け入れをしていただいた経緯もございます。現

時点でございますけれども、縁故債の活用できる資金も当然ございます。そこには当然、地元

でいえば、十八銀行、親和銀行さんありますし、農協さんもございます。もちろん、地元でな

ければ、他の金融機関もございます。そういったところからの借り入れというのは、基本的に

は可能かというふうに考えております。 

 それから、２点目ですけれども、今回の町なか町有地といいますか、町有地の売却に関する

ことでの御質問で、いわゆる随意契約ということについて、結果として随意契約をすることに

よって、有利な価格が見込まれず、結果として先ほどの御指摘からいえば、町に損害を与える

ようなことになってしまうのではないかというふうな御質問だったかというふうに思います。

まず、先ほど６ページということで、議員さん方にお配りをさせていただきました不動産鑑定

評価書のところの文面を用いてのお話だったかと思います。市場の特性ということで、不動産

鑑定士のほうで資料が書かれております。こちらに書いてあるのが、当地域は利便性、住環境

ともに良好な佐々町随一の住宅地域であると。周辺の土地区画整理事業済みの地域、これが非

常に高い地域ということになりますけども、ここが平米当たり６万前後の取引が散見される。

また、当地域において、業者の売り希望価格ではあるが、近年、平米当たり７万から７万

5,000円程度の提示があった。その下に書いてあるんですけども、供給が限定され、取引が極

めて少なく、まれに取引される価格自体もばらつきが大きく、取引の中心となる価格帯の把握

が非常に困難であったというふうに鑑定士の方の文面がございました。先ほど、議員さんから

御指摘のあった資料の後ろのほうで、少しといいますか、随分といいますか、黒く塗り潰した

ところがございます。これは、不動産鑑定士のほうから場所を特定することになり、個人の取

引を不動産鑑定士のほうから開示したというふうな形になるものですから、こういった形で黒

塗りをさせていただいていますという話をお聞きしているところでございます。ここの、お手

元にあります11ページ、12ページ、いわゆる黒塗りしたところになります別表①というところ

ですけども、この11ページ、12ページになる別表①の部分が不動産鑑定評価書の８ページのと

ころの中段ほどにある資格の表に、資産価格として、５万4,700円、平米当たり５万4,700円か

ら平米当たり５万5,600円というふうに書いてあります。これが今回の不動産鑑定士が評価を
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した資産価格ということになります。いわゆる別表１というところが、町の中心部ではござい

ますけども、ここの細かくといいますか、この３カ所の黒塗りをさせていただいている分は本

田原免と羽須和免と市場免ということで、３カ所の調査をされ、その結果、標準価格としてこ

の８ページにある５万5,200円というのを算出をさせていただいているというところでござい

ます。 

 この算出の結果、数値がそれぞれこの資料にありますように、計算なされ、今回の１億

1,600万ということになっているんですけども、この５万5,200円というところを10ページのと

ころで申しわけございません、ちょっと見ていただきますと、今回の対象となる土地を８区画

の分譲宅地として仮に分譲したとした場合に、１番から８番、８区画ですから、番号を振り分

けたときに土地の有利性等を勘案しながら、それぞれの平米単価５万5,200円だったり、５万

6,900円だったり、５万1,300円だったりと、それぞれ割り出す形の中で、今回の計算が進めら

れているというところでございまして、先ほど御質問のあった一番、６ページのところで不動

産鑑定士のほうが書いている、近年の事例、いわゆる近年、平米７万円から７万5,000円程度

の提示があったというところでの算定にはなっていないところでございます。担当としまして

も、今回の不動産鑑定士に評価を依頼し、算定をされたものでございますので、そういったと

ころでの金額で妥当性があるというふうに判断をしているところでございます。 

 それから、最後に、業者を黒塗りですべきではないということですけども、大変申しわけご

ざいません。ここは、あまりそういったところを考えずに普通に黒塗りにしてしまいました。

ここは、入札結果で業者がどこだということはわかりますので、後ほど御報告をさせていただ

ければというふうに思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ９番。 

 

９  番（川副 善敬 君）   

 財政運用の点ですけども、私が言いたかったのは、去年補正したように、諮問会議の状況で、

来て、そして基金が持っとったら交付税が減らされるからっちゅうて急遽繰上償還をした。そ

ういう財政の運用はよくないんじゃないかといっているんです。そしたら、結局またそれは関

係ないと言うてきた。きちっとやはり、基本は、やっぱり基準財政需要額、収入額から需要額

引いた分でしょうからね、だから、そういう財政運用について、きちっと明確に縁故債に使う

資金と、それからまた誰が来られて言われたかもしれんけども、そういうふうに言われたから

ぱっと繰上償還するというような財政運用はよくないんじゃないかって言っとるんですよ。私

が言っとるのは、目先で運用するなと、財政は。それこそ公共施設整備計画を何十年ってつく

って、この前10年出した。そんならきちっとやはり、財政運用も昔は合併するときは合併特例

債つこたときはどがんなるか合併しない場合、２町、３町って、もう積み上げるしこ積み上げ

て勉強したことがありましたね。だからそれもあんまりにしても、ただ、言われたから繰上償

還したって、余りこれは財政の責任者としてはよくないんじゃないかと言ってることを言って

いるんです。だから、今後の財政運用に対しては、どういうことを念頭に置きながらやられる

かということを聞きます。 

 それから、私が言っているのは、結局、問題は、随意契約するからこういう問題が起きよる

わけね、高いか、安いか。そっちの執行のほうはやはり不動産鑑定士にしても、あいにしても、

町に企業として貢献なされとるから、そういう面を考えても、不当に、不当かどうかわかりま

せんね。また後から問題になるかなんかわかりません。それを、結局安くしよう、しようとい

う力が働いとる。忖度かなんか知らんけれども、働きよる。それが結局相場を、企画財政課長

が言ったように、高い値段で売ると近所が高騰するから価格が、だから抑えますということだ
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ったけど、それは、今度の土地売買についての目的が違うんじゃない。今度の土地売買の目的

っちゅうのは、要するに、人口増加対策と働きよる若者をふやすためにするんですよと、雇用

をね。そういうことで目的を言われた、その目的のためならば、高騰を防ぐためとか、それは

関係ないんじゃないか。その目的を持っている会社はその会社１社ではなくして、佐々町には

何社もおられるっちゅうことなんです。だから、随意契約する場合は、特定に自治体が有利に

なる場合っていうけれども、価格が相場より安く処分するということになれば、有利にはなら

ないというのが私の考えだと。だから、かえって購入される会社もかえって入札とか何とかの

ほうがよかったんじゃないんですかね。そういう意味において、この随意契約の目的には、私

は合致しないんじゃないかというような趣旨で言っているんです。 

 そしてまた、後ろの振りかけノリは、実際にはあの近所でもう既に20万で買われて住宅建て

ているか、ほんな近くにおられるんですよ。10メートルぐらいか。そういうとこは外してそっ

ちをしとる。それで、不動産屋、あちこち聞いても、あそこだったら一等地だよということで

言われるから、僕はまず随意契約の目的に合致していないんじゃないかということが第１点。 

 それから、不動産鑑定士に言ってこの価格で払い下げたら、随意契約の目的である、何も得

することない安くなる、町の財産収入が。そしてまた、建てもんを建てとるときに、減歩率と

か何とか言っているけれど、アパートなんか建てるときは、アパートなんかあそこ２棟建てや

ろ。だったら今はやりの大手メーカーがいろいろ建てさせてしよる。そうしたら駅前からこの

辺は聞いたけれども、もう相当な値段で購入する予定なんですよ。だからそこから言うたらそ

れは売るのはかんまんけれども、どの企業だって目的は一緒として、人間はふえればふやすわ

けですから、だからそこら辺で随意契約の目的には、合致しないんじゃないかっちゅうことを

私は言っている。それと、不当に随意契約によってこの不動産鑑定士の評価によって、安く払

い下げた場合には、町に対しての不利益を与えないかっちゅうのを確認しとかんと、前もいろ

いろ問題が起きたから、後でいろいろ監査請求とか何か起きてきたときに、議員は何しよった

とかって言われるから、私はきちんとものを言いよる。 

 以上、それだけ、答弁。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 企画財政課長。 

 

企画財政課長（今道 晋次 君）   

 まず、１点目、すいません。財政運用の件ですけれども、確かに、経済財政諮問会議の中で、

基金を多く保有しているという地方全体を捉えた指摘があり、基金を減らせというよりも、基

金が持っているならば地方交付税を減らすというような流れがあり、一旦は平成30年度の予算

編成においては、そこは一旦なくなりましたけども、今情報としては31年度へ向けてまた同じ

ような話があるというふうな話はあっております。ただ、議員御指摘のとおり、そういった話

があったにせよ、目先での運用は、財政運営というのは好ましくないのではないかっていう御

指摘ですけれども、それは、もう御指摘のとおりだろうというふうには思います。今回の繰上

償還も含めてですけども、今後の財政運営をどうしていくかというふうに考えたときに、先ほ

どから公共施設等総合管理計画での一部抜粋という形での財政の10カ年事業計画ということで、

中間報告をさせていただいております。あそこにありますように、あの大きな金額が載ってお

ります。一般財源の負担も大きくなります。当然、大きな事業をしていくわけですから、起債

の発行というのも当然大きくなろうかというふうに思いますけども、そういったことも含めて、

限られた財源の中での運営というのは、今後は非常に厳しくなっていくのかなというふうには

思いますけども、減債基金がもともと約９億近くありまして、今回２億3,000万ほどの繰上償

還をしておりますので、７億弱になっております。こういった減債基金を活用しながら、いわ
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ゆる事業は進めて、財政等勘案しながら進めていきますけれども、一方では、減債基金を活用

しながらの繰上償還というのは出てくるのかなというふうに思います。ただ、以前にも川副議

員さんがおっしゃった政府資金の場合はどうしても、繰上償還するにしても、満期償還と同じ

ような形で利息の支払いというのが手数料としてとられますので、そういったところを考慮し

ながら、進めていくべきだというふうに考えているところでございます。 

 それから、随意契約についてでございますけれども、これは、まず執行の考え方というとこ

ろでございますが、まず、競争性を確保すべきだろうというふうなことが前提にあるというふ

うに思います。そこの部分の整理として、執行側のほうといいますか、今回考えておりますの

は、いわゆる価格の有利性と言われる部分が先ほどの御指摘からすると、それが欠けるのでは

ないか。いわゆる随意契約によって価格の有利性が、本来ならば働かないといけないけども、

それが欠けるのではないかということでございます。今回、不動産鑑定士による評価を入れる

ことで、まず不動産の価値については、適正な価格というのをまずは提示ができるというふう

に考えたところでございます。先ほどからのお話のように、その価格を超える場合は、周辺地

価を高騰させるおそれもありますというふうなことは委員会の中でも御説明をさせていただい

たところでございます。 

 それから、もう１点、契約の公正性というところで、いわゆる不特定多数の参加を求め、競

争原理に基づいて決定をすることというのが一般的な随意契約によらない場合の進め方になる

かと思いますけども、今回は、随意契約という形をとらせていただいていますのは、昨年の

９月に総務厚生委員会の中で説明をさせていただいた折には、相手方は30名以上の新規雇用と

転入者というふうなことでの30戸分の社員寮をつくるという話でした。その後少し変更になっ

て、42戸という話にはなっておりますけれども、いずれにしても、新規雇用と転入者増加とい

うふうなことが平成27年に策定をさせていただいた地方創生の総合戦略にある人口減少対策の

一つとして、町の利益につながるというふうに判断をしたところでございます。それから、今

回の随意契約の事例は、判例等にも載っておりまして、判例等を見たときに、私どもが解釈を

させていただいたのは、不特定多数の者の参加を求め、競争原理に基づいて相手方を決定する

ことが必ずしも適当ではなく、当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果にな

るとしても、当該契約の目的、内容に照らして、相手方を選定し、その者との間で契約を締結

するという方法をとることが当該契約の性質に照らして云々というふうに書いてあります。そ

れが、利益の増進につながると合理的に判断される場合は、地方自治法施行令167条の２第

１項、第２号に掲げる場合に該当する、いわゆる随意契約に該当すると解すべきであるという

判例があったものですから、そういった形で、今回の取り組みを随意契約で対応が可能という

ことで判断をし、事務を進めさせていただいたところでございます。また、不動産鑑定評価の

中でも、議員御指摘の20万円以上の事例があるということは、鑑定士のほうも承知されており

ました。そういった事例があるとはいえ、今回評価をしていく中で出された金額が１億1,600

万という平米当たり５万円強という数字になっているところでございます。 

 以上でございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ９番。 

 

９  番（川副 善敬 君）   

 97条の２項か、167か、それは、その会社でなければ、その当初の目的を達することができ

ないものについて随意契約だから、だからほかの企業においても雇用の増、あそこを社宅にす

ればほかの企業も雇用の増加は見込めるわけです。その会社だけが目的を遂行できるというと

きに、初めてこれが随意契約ができると。それは、例えば工業団地であるとか、そういうとこ
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ろは始めからその会社やなからんば目的で進出してくるんだから、だけど、今のところは多様

に目的があって、町の人口増加策、これはほかの企業でもやれるから、そこである程度の町が

町民の財産であるこの土地、議論すれば長ごうなるけれども、行政施設が云々っちゅうことで

いたんですけど、譲っても、それをするためには、私はそういう考えです。 

 そしてもう一つは、質問を忘れたけども、あそこを売るために、道路をつくる、つくった、

測量をした、そういうものは、前の委員会では、それを考慮しながら販売価格に乗せるような

ことが書いてあったけれども、今度はその価格は、いろいろかかった経費、乗せる、乗せんは

別やけれども、いろいろ考え方あるんだけれども、随意契約でするっちゅう場合において、事

の理由、起きた原因、販売する場合に起きた原因を考えると、結局その会社が買うということ

によって道路の整備やら筆変更をしたり、測量をしたり、そういう費用が要っとるわけね。だ

からそういう面についても、当然かかったものとして上乗せを私はするべきであると、仮に

100歩譲って随意契約にするにしてもね、私はそういうふうに思うだから、この問題について

は最終質問。 

 もう１点は、ほかの件だけど、例えば特に産業経済課においては、いろんな今まで事業して

きた、特産品開発とか、しかしながら、そのときだけはやはり旗立てたり何だりして、するけ

れども、すぐやんでしまう、そういう事業が、これはもう商工会出身の私が言うんだから、何

でみんな続けんとって言うけれども、何年かできたけど、それとまた、一番問題は、これはも

う治水治山で農業が衰退すると自然が壊れるから、耕作放棄地に対して国がいろいろしよる。

これも優先的な政策を持ってこんばいかんですけれども、しかしながら、やはり費用が多い、

その費用対効果ね、この費用対効果をやはり先ほど言ったように３大祭りでも、結局はじめは

観光バスで来て、観光コースにするということやったけども、それも消えてしもうた。それか

ら、観光情報センターも利用客がない、学童体験施設もない、利用客が初めのごと500万か、

5,000万か産炭地振興でやったけれども、思ったよりふえない、こういうものを、やはり企画

財政課長も副町長もおられるけど、担当課を踏まえて、もう1回見直して、費用対効果の検証

をして、今度決算になるけど、それで、来年度の予算、ことしの予算もそうだったけどするべ

きじゃないかと思う。ちゅうのは、何年かに一遍はやはり行財政改革特別委員会をつくってね、

こういうふうな見直しを執行と、やはり議員とか一体となって、やはりせねばいかんと。特に、

まだ僕は１年ぐらいにしかならんけれど、昔から比べたら、資料の提供数が少ない、はっきり

言うて。こっちが請求せんと出さん。それを出してぼんぼん執行のほうからここはこうですよ

というのは積極的にやってもらうように指導してもらうようにしたいと思う。だから、費用対

効果の検証について、どのように今までしてきたのか。そして予算を組んできたのか、それを

答弁お願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 企画財政課長。 

 

企画財政課長（今道 晋次 君）   

 委員会の中でも御質問をいただき、御説明をさせていただいたところでございます。私の説

明の仕方が不十分だったかもしれませんけども、前回の委員会の中で、今回の土地について、

造成費用なり、測量等に係る費用については加味されていますというような表現で御説明をさ

せていただいたかと思うんですけども、今回のといいますか、不動産鑑定の評価書を見ていた

だきますと、10ページのところに造成工事等に係る費用が上の表に、造成工事費合計740万ほ

ど、販売費、管理費等が336万というふうに載っております。これは、いわゆる今回は道路に

係るものについては、鑑定評価の外に出すということでございますので、土地についてもし仮

に町が造成工事をするのであれば、その分を差っ引くことになる。もし、造成工事を売らずに
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今の状態で売却をするのであれば、逆にその分を差し引いて計算をするということで、今回の

場合は、先ほど申します造成工事費の740万で測量等に係るそういったもろもろの費用300万、

測量等に係るというか、いわゆる造成工事にかかる一般管理費というふうなことになっている

んですけども、面積から算定をした金額が差し引かれております。あとは面積が2,000平米を

超えるというふうなことから、規模が大きいために原価率とか、そういったところが計算がな

されているというふうなところでございます。 

 御指摘は、価格に上乗せすべきじゃないのかという御指摘ですけども、鑑定評価の中では、

いわゆる上乗せという形ではないですけども、同じような意味での算出がなされているという

ことで、もともとの土地の価値は造成後の価値ということを踏まえて計算がなされているとい

うところではないかというふうに考えております。 

 その次の御質問で、さまざまな公共施設幾つか例示を挙げていただき、費用対効果の検討と

いうふうなことでございましたけれども、それは、行革といいますか、そういった行財政改革

ということも含めて、今後の課題であろうというふうに思っております。それは、先ほど来の

質問の中でも、公共施設等総合管理計画を策定する際に、公共施設の延べ床面積をいかに減ら

していくかっていうことが全国的な課題に数年前なって、全国的に公共施設等総合管理計画を

策定されたという経緯がございます。そういった意味では、費用対効果が余り期待できていな

いというか期待どおりにいっていない、そういった公共施設については当然見直しなり、検討

を行っていく必要があるかと思いますので、これはもう議員さん御指摘のとおり、今後の検討

課題であるというふうに考えているところでございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ２番。 

 

２  番（浜野 亘 君）   

 午前中の歳出のところで、管理職手当について言いましたけれども、管理職から苦言を呈さ

れましたので、おわびを申し上げたいと思います。資料をいただけなかったもので、一部の方

がやっていないというようなことで私は言っていたんですけども、全体の管理職に向かって聞

こえましたというつもりではございませんでした。本当に申しわけなかったと思っております。

皆さん一生懸命されていると思いますけども、一部の方について、そういうふうな方がいらっ

しゃるんではないかと。まずは、大変申しわけございませんでした。なぜ資料を出さなかった

のかというのを、理由をお願いしたいと思います。勉強会のときに、私は、管理職の時間外に

ついて資料いただきたいということと、近隣の町の状況を教えてくださいということでお願い

しておりましたから、なぜ出さなかったかをまずお聞きしたいと思います。 

 それから、歳入の28ページ、15款、今９番議員さんと同じところでございます。不動産鑑定

評価委託料は、入札をされたというふうなことで、先ほど回答がありました。私が入札の報告

をずっと調べましたけどもありませんでしたので、金額を教えていただきたい。それから、競

争入札をされたのかどうか。 

 30年度の当初予算の勉強会の折に質問させていただき、坪単価16万5,000円を16万8,000円の

価格ということで、譲渡先に伝えられたと。まだ予算が通ってないのに伝えたということの回

答でございました。そこで確認ですけども、協議をされる前後で相手側、企業さんから価格を

安くしてほしいというような要望があったのかどうかをまずお伺いしたいと思います。 

 ２点です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 総務課長。 
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総務課長（中村 義治 君）   

 先ほどの管理職の件ですけれども、勉強会のときには、時間外については出すことができま

せんということで申し上げたと思っております。 

 それから、近隣の町っていうことでございましたけれども、先ほど２番議員さんが言われま

したけれども、仕事をしないというふうなことをちょっとお聞きしたもんですから、私のほう

が感情的のほうになっとった関係で、その部分をちょっと聞きそびれていたのではないかとい

うふうに思っております。資料ということであれば、後日であればその資料については、出す

ことは可能かと思っておりますけれども、よろしくお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 企画財政課長。 

 

企画財政課長（今道 晋次 君）   

 土地の売買の件でございますけれども、入札といいますか、見積もり合わせというふうな形

で実施をさせていただいております。いま、手元に金額の資料がございませんので、ちょっと

お答えできませんけども、一般的に言う入札ではございません。 

 それから、協議される前後に価格を安くしてほしいというふうな、そういったお話があった

のかということですけれども、全くございません。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ２番。 

 

２  番（浜野 亘 君）   

 それでは、時間外については、出せないということですので、私は、金額じゃなくて、何時

から何時まで残っとったかっていうぐらいだったらいいのかなと思っておりましたけども、出

せないということです。後、近隣の町の状況は後でいただけるということで、よろしくお願い

したいと思います。 

 それでは、２点目の企業様から言われていないということですので、私も思い切って言いた

いと思います。企業の方には大変申しわけございませんが、職員の方は、公平公正の立場で職

務に専念されていると思います。私も議員としての務めを果たさせていただきます。平成29年

９月４日の平成29年９月４日の総務厚生委員会や平成30年２月20日の町議会全員協議会で説明

がありましたが、執行の報告を聞くような会議であり、議員には事前に資料も提示されないし、

当日も口頭説明が多く、議員として何も反論する材料を持っておりませんでしたので、今回執

行をただしたいと思います。 

 まず、商業用と住宅用を混在して、45％の下落というような説明をされました。確かに、商

業用は35万から40万したのが下がっているという状況。でも、商業用は売るところがほとんど

ないので、販売されていない状況だと思うんです。譲渡が成立していないと思うんですけども、

だから住宅用は逆に佐々インターができたことで、金額は下がっていないんですよ。先ほど

９番議員さんが言われたとおり、私も坪20万ぐらいというようなお話を聞きました。 

 それから第２点目、販売する上で、不動産鑑定をされておりますけども、佐々町総合福祉セ

ンターを町が買ったとき、不動産鑑定はしません。要するに町が買うとき、これは、相手方様

に不動産鑑定をして、ここが15万ですから、15万で売ってくださいって言っても、相手方が売

るっていう気持ちがなければ成立しないわけですよ。だから鑑定しても意味がない、双方の合
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意のもとで売買は成立する。ですよね。町が買う場合は、相手方様に、このくらいの相場だか

らというお話をするのが当然、今度は、町が売る場合は、鑑定をしないと、どの程度の価格か

というのがわからないから鑑定をする、そういうことだというふうに思います。勘違いをされ

ているようですので。 

 それでは、平成６年９月26日、第３回佐々町定例会会議録に、議事録がございますので、そ

この部分の抜粋をさせていただきたいと思いますけども、価格について、やはり私も疑問を持

っておりますので、朗読をさせていただきたいと思います。 

 造成費が１万600平米当たり購入する予定だったんです。それが9,600ぐらいになっておりま

すけども、造成費が8,700万円、坪に直すと２万6,900円位になるんですけども、２万6,000ぐ

らいということです。審議の議案といたしまして、委員会で用買については、いろいろと努力

をなされておりますが、常識の範囲内で交渉を希望しておきたいという関係上、今回出された

のが民間価格に換算すれば、平均17万円から19万円ぐらいの民間価格だということで、場所的

なことやら今後の事業を進めていくための事業認定の関係上、やむを得ない価格であろうとい

うことで了解をいただき、承認をしたわけでございます。 

というような実例があります。これは平成６年ですから、佐々インターができてないときです。

つまりは、造成費を加えるともっと高くなってしまうということです。 

 それから、第４に、測量費や造成費が含まれているというような委員会でありましたけども、

やはり先ほど９番議員さんが言われたように、これは、別にやはりもらうべきものだと思いま

す。この金額については。 

 平成29年度での支出が不動産鑑定料、随意契約だと思うんですけど、幾らかわかりません。

それから、測量業務及び分筆量が218万2,680円、平成30年度の新年度予算で、水道管撤去工事、

長さが30メートル、それから配水管新設工事、長さが224メートル、歩道整備工事、長さが60

メートル、それから、国鉄寮跡地整備工事、工事金額書いていないので、これ、もろもろかか

るわけですよ。それから、もう１点、先ほどの説明で、10ページ、不動産鑑定評価書の10ペー

ジ、造成工事が入っている。これは、分譲宅地にする上で、道路がなくなって、宅地の区画に

するための造成費ですよ。一体的に使うためには、全然要らんわけですよ。にもかかわらず、

この道路でなくなった部分を差っ引くような話はないと思うんですよ。だから通常考えてでも、

不動産鑑定士さんはわかっていらっしゃるわけですよね。平米６万円以上だと。にもかかわら

ず、宅地造成をした価格での数字を企画財政課長は言われているので、その答弁はおかしいの

ではないか。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 浜野議員、時間がありますので、質問をまとめてお願いします。 

 ２番。 

 

２  番（浜野 亘 君）   

 はい。以上のように、説明が全然違うような話、私たちをそれに導くような話をされている

ので、私も資料を見て言っておりますので、今の質問に対して、答えられるんだったら、答え

てください。坪20万以上はするというのが一般的な考え方かなと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 先ほど言われた、平成６年と言われましたけれども、これは、何の、今ちょっとわかりませ

んでしたので。 

 ２番。 
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２  番（浜野 亘 君）  

平成６年９月 26 日第３回佐々町議会定例会会議録第１日目の資料でございます。これは特

別委員会の総合福祉センター特別委員会の中間報告ということで、された資料でございます。

失礼しました。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 企画財政課長。 

 

企画財政課長（今道 晋次 君）   

 今、２番議員さんがおっしゃった商業用、住宅用という話がありました。私どものほうから

資料を出させていただいた佐々町地価公示５の１というところの推移をお示しをさせていただ

いたと思います。確かにここは商業というふうにふってあります。この場所は役場の隣になり

ますけれども、平成７年の価格、公示されていますので、申し上げますけども、11万6,000円、

それが平成29年５万8,000円ということで、こういうふうに下落している。その商業地として

は、ということで、浜野議員さんがおっしゃいましたけども、不動産鑑定士の鑑定評価の中で、

商業地であればこのように下がっていったんだけども、おっしゃるとおりでございます。高速

道路もできている、そういった価値の評価をした上で、今回の評価ということになっておりま

すので、たまたま浜野議員さんが計算されると高くなるのかもしれませんが、不動産鑑定士が

計算した部分の根拠という部分では、浜野議員さんがおっしゃるとおりだというふうに思って

おります。結果として、坪単価でいうところの16万8,000円ですけれども、こういった金額に

なっているところでございます。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ２番。 

 

２  番（浜野 亘 君）   

 先ほど質問した部分で、まだ回答がないのがあります。入札じゃなくて、見積もり合わせっ

ていうようなことの業者さんの名前と金額、教えていただければと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 企画財政課長。 

 

企画財政課長（今道 晋次 君）   

 大変申しわけございません。今手元にありませんので、後ほど御回答させていただければと

いうふうに思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 はい、２番。３問目ですので、よろしくお願いします。 

 ２番。 

 

２  番（浜野 亘 君）   

 でも、最初に質問したことの回答がなかったので、だめなんでしょうか。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 いいです。はい、どうぞ。 

 ２番。 

 

２  番（浜野 亘 君）   

 金額だけは言っていただかないと、随契の範囲なのかどうかというところがわかりませんの

で、お願いをしたいと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 企画財政課長。 

 

企画財政課長（今道 晋次 君）   

 企画財政課長。 

 大変申しわけございません。今、手元にないというのは、そういうことでございまして、今

手元に私は持っておりませんので、申しわけございません。改めて御報告をさせていただけれ

ばと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 休憩します。 

 

 （14時47分  休憩） 

 （14時56分  再開） 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 企画財政課長。 

 

企画財政課長（今道 晋次 君）   

 先ほどの御質問ですけれども、見積もり合わせで８社で行っております。金額は15万円です。

これに消費税が入りますので16万2,000円ということになります。その後、契約変更、一部業

務の追加等がありまして変更しておりますので、変更後の金額が29万1,600円というふうにな

っております。 

 それから、先ほど９番議員さんの御質疑の中で、私が入札という表現を使ってしまいました。

申しわけございません、見積もり合わせということになります。よろしくお願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ２番。 

 

２  番（浜野 亘 君）   

 議長にお願いをしたいと思います。資料の請求について、近隣町の管理職手当の状況をお願

いしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 後ほどいいでしょうか。 
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２番。 

 

２  番（浜野 亘 君）   

 それから、３問目。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ２番。 

 

２  番（浜野 亘 君）   

 私は、後々問題になったらいけないし、その企業さんも不本意だと思われるんです。だから

下げてくださいっちゅう話がなければ、やはり相場で売るべきだと思うんです。相場で売って、

42名のあたらしい転入者がふえるとかそういうことでいけば、理由が成り立つようなことを思

うわけです。今も反対しているわけじゃなくて、いろいろあとあと問題にならないように、意

見を申しているわけですので、議員としての務めをさせていただいているということです。よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 答弁。 

 ２番。 

 

２  番（浜野 亘 君）   

 いりません。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 わかりました。ほかに。 

３番。 

 

３  番（永田 勝美 君）   

 それでは、冒頭で聞けばよかったんですけれども、43ページの質問が出ておりました43ペー

ジのですね、２款の１項の財政管理費の中の報酬で、佐々町町内会集会所の設置に関する条例

に係る審査会委員報酬３万3,000円ですけれども、計上されておりますが、この条例に係る審

査会というのは、どういう検討をされるのかということについて御説明をいただきたいという

ふうに思います。 

 もう１点は、公共施設の管理計画についてですけれども、この間管理計画の中間報告として

資料をいただきましたけれども、これはいつ完成するのか、要するに完成版はいつ出るのかい

うことです。 

 その中で、中間報告の中には学校の部分については入っていないという説明もありましたが、

一部示されているものもありまして、小学校の水洗化とか、若干入っている部分がありますが、

エアコンなどの設置については入っていないと。 

 それと中身についてですけれども、中間報告にはプランＡ、Ｂ、Ｃみたいに複数案が示され

ています。これを最終的に詰めて決定するのはどういう流れになるのかということについて御

説明いただきたいと思います。 

 以上です。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 総務課長。 

 

総務課長（中村 義治 君）   

 ただいま３番議員さんのほうから、佐々町町内会集会所の設置に関する条例っていうことで、

これにつきましては、集会所の設置及び使用等について公正を期するための、町長の諮問機関

として審査会が設置されております。審査会の委員につきましては、町職員、また識見を有す

る者のうちから町長が委嘱するということで、委員の定数は８人となっております。今予算を

上げております３万3,000円につきましては、識見を有する者３名の会議を２回予定をしてい

るということで、計上をさせていただいております。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 企画財政課長。 

 

企画財政課長（今道 晋次 君）   

 今、御質問があった、公共施設総合管理計画に係る10カ年の事業計画ということで中間報告

をさせていただいております。３つほどのパターンを示させていただいておりますけども、あ

くまでも事業計画で、財政を加味せずに、あれは並べた部分ということで見ていただければと

思いますが、結果として、町税収入なり交付税収入なり、いわゆる一般財源がどの程度確保で

きるのかということも含めて、財政収支見通しをつくった上でスタートできればというふうに

考えているところです。 

 もちろん、毎年度それを見直しをしていくということでないと、あの計画にはまった状態が、

決定した形で動いていくとなると、見込めなかった財政的な問題というのも出てくる可能性と

いうのもありますので、その都度毎年度しっかりと見直しをしながら事業を進めていくという

形になろうかというふうに思います。 

 そういった意味では、一応今年度中の策定を作業を進めておりますので、今年度中にはＡ、

Ｂ、Ｃの３つのタイプという部分の、どれか１つに絞った形で、結果としてこちらのほうでは

策定をするつもりでおります。 

 ただ、それぞれの中の事業自体の精査も、引き続き新年度に入っても出てこようかと思いま

すので、一旦これまで作業を進めてきた中での財政収支見通しと、10カ年の事業計画としては、

本年度中の作業を考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ３番。 

 

３  番（永田 勝美 君）   

 集会所の件ですけれども、これは条例を新たにつくるということではないということなのか

ですね。要するに条例の運営について審査をするということで、定期的に審査をされていると

いうことで理解をすればよいのかということを確認したい。 

 それから、先ほど10カ年計画ですけれども、先ほどちょっと言いましたエアコンとかは計画

に入っていないということで、当初の計画といいますか、この間私一般質問の中でずっとお尋

ねした中では、大体１基当たりの値段が200万以上の想定で１億余りという予算が係るという

説明がされてきたんですけれども、実際にいわゆる民間でといいますか、一定の広さ、教室に
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匹敵する広さの施設、天井の高さも踏まえて、能力を見ると、そういったものを一般の価格表

などで見ると、安いものでいうと100万程度、150万あれば十分に附帯設備も含めて設置できる

のではないかという見通しでありました。そういったことも踏まえて、ぜひ計画、どの程度詳

しく計画が盛り込まれるのかっていうことあるんですけれども、早急の計画も求めておきたい

ということをつけ加えておきたいと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 総務課長。 

 

総務課長（中村 義治 君）   

 この佐々町内会集会所設置に関する条例ということにつきましては、もう既に条例が制定さ

れております。ただ、御質問の運営ということですけれども、これは案件が発生したときに、

例えば町内会の集会所の建設とかっていうことの案件が発生したときなどに、その委員会が開

かれるというふうに御理解をいただければと思います。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 教育次長。 

 

教育次長（水本 淳一 君）   

 一般質問でも町長がお答えしましたような、これまでいたしておりますので、今後町長も検

討するということでおっしゃっていましたので、それ以上のことを私からはちょっと述べるこ

とは難しいのかなと思います。 

 先ほど言われました事業費につきましては、以前説明したときは、約１億円ということでの

御説明はいたしておりました。ただ今後、実施するかどうかというところにつきましては、町

長の一般質問の答弁では、まだはっきり、いつとかということは、まだ回答はなされておりま

せんし、今後協議していくということになっておりますので、それ以上のことは、私のほうか

ら答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 いいですか。 

５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 総括ということで、一般会計全般の勉強会において、非正規の方々のポイントについてと定

員管理計画というポイントについて、総括で質疑させていただきます。29年７月に新たにつく

られた、佐々町定員管理計画では、今後５カ年で職員数を８名増員するということで伺ってお

ります。今年度の新年度において、佐々町の高い非正規率の中、若干の改善が図られて、業務

の改善ということで、その部分を一部改善が見受けられます。残念ながら、まだ嘱託というよ

うなポイントで、地公法の３条３項３号に基づき、任用かなと思われる節があります。なぜ申

し上げているかといいますと、地方公務員でありながら、地公法が適用されないと、職務専念

義務が非適です。兼業禁止事項も非適となっております。 

 では、民間労働諸法が全般的に適用されるかといえば、パート労働法、労働契約法、育児介

護休業法が適用されない、いわゆる法のはざまの存在にあられるという立場になられます。官

製ワーキングプアと言われる部分を、よく耳にされると思いますが、そういった状況を佐々町
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は多く発生させているんではないかというふうに感じていますが、この計画、佐々町定員管理

計画は、平成32年４月からの特別職非常勤から一般職非常勤への切りかえが必要と、任用形態

や勤務時間、各種手当の影響があることから、上記とあわせて検討を行い、適正な非常勤職員

の配置に努めますということで、今年度の平成30年度の新年度の予算について、そのプランか

らドゥ、若干の改善が図られたと。再度のチェックをし、最後のジャンプのところは平成32年

の４月の法改正だと思いますが、今後、この新年度を踏まえ、どのようにステップしていくの

かという方向性が見えているのであれば、その部分をお答えしていただきたいと思いまして、

総括のところでお伺いをしたいと。法改正を待つのではなく、何を言いたいかというと、早目

の改善、佐々町は高い非正規率でありますから、同一労働、同一賃金というのが、最後に32年

の４月に改善されるポイントじゃないかなと思いますので、そこのところのスケジュール等々、

お考えがあれば御回答をいただきたいと。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 総務課長。 

 

総務課長（中村 義治 君）   

 今言われました、会計年度任用職員制度の件じゃないかと思っておりますが、今まで総務委

員さんのほうに、９月30日現在の各課の状況、それから11月末現在の平成32年の４月１日に、

法が施行された場合の各課の対応ということで、状況等を、今途中経過ということで、総務委

員会のほうにお知らせしている状況でございますが、今現在の国の方針も詳しく出ておりませ

んので、もうしばらく国の動向を見ながら検討をさせていただいて、担当委員会議会のほうに

報告をさせていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 私も担当委員会の委員長ですので、内容は重々存じています。私が申し上げたいのは、今年

度、新年度の予算の中で、嘱託職員、いわゆる地公法の３条３項３号で任用するような方向で

予算が組まれていると、これは早期に任用根拠を変えることは可能ではないかと、法改正前に

ですね、地公法の適用の部分と、それともう１つ、費用弁償という形の中で、通勤手当を対象

とするとか、そういった方が労働環境の改善は、一歩前進できる部分があるのではないかとい

う概念で申し上げていると。早目に、労働制の高いものは３条３項３号に適していないという

のは、重々御理解されているものと、私自身認識しておりますので、そこのところは早期に改

善する方向があるのかというポイントで、確認をさせていただいておる次第ですので、そこの

ところを御回答いただければと。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 総務課長。 

 

総務課長（中村 義治 君）   

 もうしばらく時間をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ほかにないようですので、これから歳入歳出、全般総括の質疑を終わります。ありますか、
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ごめんなさい、すみません。 

８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 全体的に今年度の予算を見ますと、各種委託料と解体工事が主な予算と思っておりますけど

も、ほとんどが太いところで福祉計画が上がっているようでございますけれども、来年度以降

にこれが反映してくる予算になろうかと思いますが、御存じのように、標準財政規模が35億円

程度ということで、前回の質問で町長から答弁を受けておるんですが、その中で、各特別会計

に繰り出してするのが６億7,000万ほど。町税が15億で、それから交付税が13億で、そのうち

半分の６億7,000万程度が各繰出金で出ていく。 

 そういう中で、公共施設をやっていくというのは非常に難しい課題があろうと思いますけど

も、そこら辺の見通しですね、最初に戻るわけですけども、公共施設の整備計画を早期に出し

ていただいて、本来的にはいろいろ議論はあっておりますけども、補助金に見直しをして、一

遍撤廃してみてから振り出しに戻ってするとか、思い切ったあれをしないと、なかなか新しい

発想は出てこないと思うんですけども、そこら辺の補助金の見直しについて、どうでしょうか、

検討するお考えはあられるのかどうか、副町長にお尋ねしたいと思いますけども。臨時職員の

ことも出ておりましたけども、全部撤廃して１年間辛抱してやるとか、やってみたらどがんで

すか。副町長、考えをちょっとお聞かせください。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 副町長。 

 

副 町 長（大瀬 忠昭 君）   

 なかなか私はちょっと、答え切れる立場でもございませんけれども、確かに今御指摘いただ

いたように、この総合管理計画、膨大な費用がかかります。それにつきましては、やはり今言

われましたように、いろいろな経費の節減が必要かと思います。補助金等見直し、どこまでで

きるかわかりませんけども、十分検討してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 通常でしたら500万といえば、年間収入のどのクラスの方かわかりませんけど、500万をぽっ

と使うその勇気は大切ですけど、やはり集めることも必要と思います。普通、自分の家庭と思

えば500万というのは１年間の収入じゃなかろうかと思いますので、一度佐々町町民の皆さん

が、生活形態が幾らの人がどういう生活をなさっておるか、やはり把握して、お金を使うほう

ばかりじゃなくて、収入とか、それを実情を把握して執行していただきたいと希望しておきま

すけども。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 答弁はいいですか。ほかにございませんでしょうか。 

 

 （「なし。」の声あり） 
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 ないようでございます。これで、歳入歳出全般の総括質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論もないようです。 

３番。 

 

３  番（永田 勝美 君）   

 賛成討論を行います。一般会計当初予算に賛成いたします。 

 我党が、一般会計当初予算に賛成するのは久しぶりと思いますが、町政に対しては、基本的

に是是非非の立場で対応していくべきと考え、今回は、以下の改善点を評価して、賛成といた

します。 

 １点目は、子ども医療費無償化の拡大、高校生までの医療費無償化を予算化したことは、県

下で松浦市に続く２番目と認識しており評価できます。さらに、現物給付を実施することは、

長年の町民の要望であり、積極的に評価したいと思います。 

 第２点目は、介護保険料の引き下げ、国保税の資産割廃止に伴う減額、これについても、要

望してまいったところでありますが、結果的に国保税については都道府県下に伴い４税方式か

ら３税方式になったという影響もありますが、おおむね町民の国保世帯の48％が適用になると

いう点で、重要な減額だというふうに評価したいと思います。 

 ３点目は、学校トイレの改修については、今年30年度予算で佐々小学校の一部改善、来年度、

国の予算もとって洋式便器に改修する計画が示されたことは歓迎したいと思います。 

 一方で、問題点も感じています。まず第１点は、玄海原発再稼働が目前に迫っているけれど

も、そうした中で、この間町長は、原発の危険性を認識しているとしながら、再稼働について

は、国や県の方針だからと容認の姿勢を崩していません。本当に町民の安全を考えるならば、

現時点での再稼働には反対すべきというのが、町民の世論ではないでしょうか。ぜひ、そうし

た町民の世論に立った行政を求めたいと思います。 

 ２点目は、国保税は、今回資産割廃止に伴って、結果的には引き下げられましたが、一般質

問でも指摘したように、協会健保などの保険と比較すると。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 国保税は違いますので、一般会計です。 

 ３番。 

 

３  番（永田 勝美 君）   

 わかりました。失礼しました。国保税についてはそうしたい。 

 もう１点は、子供たちや保護者の強い要望がある小中学校のエアコン設置が、今回も見送ら

れました。必要性については、否定されていませんが、子供たちにとって待ったなしの要望で

あり、全国で最もおくれた長崎県の設置率などにこだわらず実施しようとすれば、現在の試算

よりも町内業者の協力などによって、大幅に引き下げることも可能と考えます。喫緊の課題で

あり、早急に実現すべきと考えます。 

 佐々町には、多額の基金があります。一方で多額の投資を必要とする施設、老朽化している

学校施設や行政の施設があり、計画的な改修計画が急がれます。町長の答弁では、３月中にま

とめるとされておりました。現在までに示されておりますけれども、積極的に中間報告にとど

まっておりますので、早目に計画をして、議会や町民の声をしかり聞き、実施に向かうという

民主的なプロセスが求められるというふうに考えます。引き続き改善を求めていきたいと思い

ます。 

 以上、平成30年度佐々町一般会計当初予算に対する賛成の討論をいたします。 

 以上です。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 ほかにございませんでしょうか。ないようでございます。これで――― 

９番。 

 

９  番（川副 善敬 君）   

 おいがするけん、おかしかさね一人でねとは言わんけどさ、今までないもん。よう考えとら

んやった。一般会計の賛成討論いたします。 

 今、３番議員もそれぞれ自分の考えで賛成討論されましたけれども、私としてこの予算につ

いて感じましたことは、福祉関係につきましては、非常に国の政策を受けながら、今言いまし

たように、医療費の問題とか、そういう面におきまして、手厚い政策をまんべんなく先取りし

てやられるということですね、予算で。 

 それから、あといろいろ建設課、産業経済、いろいろ問題ありますけれども、確実に仕事を

していくという予算でございます。それから企画財政におきましては、意見の相違はありまし

たけれども、とにかく佐々町の人口増加を図りたいという熱意は、共感するものであります。

その手法についてはいろいろ問題ありましたけど、私と。 

 そういう意味において、完全なる予算とはいいませんけれども、非常に職員の皆さんの知恵

とやる気が出ている予算であろうと思っております。そういう意味において、賛成をいたし、

賛成討論といたします。 

 以上、終わり。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 これで討論を終わります。 

 これから採決を行います。議案第25号 平成30年度佐々町一般会計予算は、原案のとおり可

決することに異議ありませんか。 

 

 （「異議なし。」の声あり） 

 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

― 日程第３ 議案第26号 平成30年度佐々町国民健康保険特別会計予算 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

 日程第３、議案第26号 平成30年度佐々町国民健康保険特別会計予算を議題とします。 

執行の説明を求めます。保険環境課長。 

 

保険環境課長（藤永 大治 君）   

 それでは、議案第26号、１ページを開きいただきたいと思います。 

 第１表歳入歳出予算、歳入１款国民健康保険税、金額２億5,103万1,000円、１項国民健康保

険税、同額です。２款使用料及び手数料、金額26万円、１項手数料、同額です。３款県支出金、

金額10億5,359万8,000円、１項県補助金、同額です。４款財産収入、金額１万3,000円、１項

財産運用収入、同額です。５款繰入金、金額9,807万9,000円、１項他会計繰入金、同額です。

６款繰越金、金額3,000円、１項繰越金、同額です。７款諸収入、金額27万1,000円、１項延滞

金加算金及び過料、金額2,000円、２項預金利子、金額1,000円、３項雑入、金額26万8,000円、

歳入合計金額14億325万5,000円。 
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 続いて２ページをお願いいたします。 

 歳出１款総務費、金額777万5,000円、１項総務管理費、金額635万6,000円、２項徴税費、金

額127万7,000円、３項運営協議会費、金額14万2,000円、２款保険給付費、金額10億2,662万円、

１項療養諸費、金額８億8,315万3,000円、２項高額療養費、金額１億3,456万円、３項移送費、

金額2,000円、４項出産育児諸費、金額840万5,000円、５項葬祭諸費、金額50万円、３款国民

健康保険事業費納付金、金額３億4,390万7,000円、１項医療給付費分、金額２億5,569万9,000

円、２項後期高齢者支援金等分、金額6,141万8,000円、３項介護納付金分、金額2,679万円、

４款保健事業費、金額1,949万9,000円、１項保健事業費、同額です。５款基金積立金、金額

１万4,000円、１項基金積立金、同額です。６款公債費、金額13万6,000円、１項公債費、同額

です。７款諸支出金、金額87万3,000円、１項償還金及び還付加算金、同額です。８款予備費、

金額443万1,000円、１項予備費、同額です。歳出合計、金額14億325万5,000円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 これから質疑を行います。 

 

 （「なし。」の声あり） 

 

 質疑もないようです。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 

 （「なし。」の声あり） 

 

 討論もないようです。討論を終わります。 

 これから採決を行います。議案第26号 平成30年度佐々町国民健康保険特別会計予算は、原

案のとおり可決することに異議ありませんか。 

 

 （「異議なし。」の声あり） 

 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 35分まで暫時休憩とします。 

 

 （15時28分  休憩） 

 （15時37分  再開） 

 

― 日程第４ 議案第27号 平成30年度佐々町介護保険特別会計予算 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第４、議案第27号 平成30年度佐々町介護保険特別会計予算を議題とします。 

 執行の説明を求めます。 

住民福祉課長。 

 

住民福祉課長（大平 弘明 君）   

 それでは、議案第27号のほう、１ページのほうお願いいたします。 
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 第１表歳入歳出予算、保険事業勘定、歳入１款保険料、金額２億4,877万2,000円、１項介護

保険料、同額です。２款使用料及び手数料、金額71万9,000円、１項手数料、同額です。３款

国庫支出金、金額２億5,353万1,000円、１項国庫負担金、金額１億8,401万円、２項国庫補助

金、金額6,952万1,000円、４款支払い基金交付金、金額２億9,004万9,000円、１項支払い基金

交付金、同額です。５款県支出金、金額1億6,390万8,000円、１項県負担金、金額１億5,732万

7,000円、２項県補助金、金額658万1,000円、６款繰入金、金額１億5,902万5,000円、１項一

般会計繰入金、金額１億5,902万4,000円、２項基金繰入金、金額1,000円、７款繰越金、金額

2,000円、１項繰越金、同額です。８款諸収入、金額５万8,000円、１項延滞金加算金及び過料、

金額2,000円、２項預金利子、金額1,000円、３項雑入、金額５万5,000円、９款財産収入、金

額１万1,000円、１項財産収入、同額です。歳入合計金額11億1,607万5,000円。 

 続きまして、２ページのほうお願いいたします。 

 １款総務費、金額1,855万4,000円、１項総務管理費、金額371万5,000円、２項徴収費、金額

118万2,000円、３項介護認定審査会費、金額1,365万7,000円、２款保険給付費、金額10億

5,026万7,000円、１項介護サービス等諸費、金額９億4,708万6,000円、２項介護予防サービス

等諸費、金額2,130万円、３項その他諸費、金額77万1,000円、４項高額介護サービス等費、金

額2,381万1,000円、５項高額医療合算介護サービス等費、金額392万9,000円、６項特定入所者

介護サービス等費、金額5,337万円、３款財政安定化基金拠出金、金額1,000円、１項財政安定

化基金拠出金、同額です。４款基金積立金、金額１万2,000円、１項基金積立金、同額です。

５款地域支援事業費、金額4,327万2,000円、１項介護予防・生活支援サービス事業費、金額

1,645万5,000円、２項一般介護予防事業費、金額818万円、３項包括的支援事業任意事業費、

金額1,861万7,000円、４項その他諸費、金額２万円、６款公債費、金額９万1,000円、１項公

債費、同額です。７款諸支出金、金額15万1,000円、１項償還金及び還付加算金、同額です。 

 次のページをお願いいたします。３ページです。 

 ８款予備費、金額372万7,000円、１項予備費、同額です。歳出合計、金額11億1,607万5,000

円。 

 続きまして、４ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算サービス事業勘定、歳入１款サービス収入、金額162万円、１項予防給

付費収入、同額です、２款繰越金、金額1,000円、１項繰越金、同額です。３款繰入金、金額

80万1,000円、１項一般会計繰入金、同額です。歳入合計金額242万2,000円、歳出１款事業費、

金額239万8,000円、１項包括的支援事業費、同額です。２款予備費、金額２万4,000円、１項

予備費、同額です。歳出合計242万2,000円。 

 ５ページ、６ページの事項別明細書保険事業勘定、それから26ページの事項別明細書サービ

ス事業勘定につきましては、割愛させていただきます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 これから質疑を行います。 

５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 介護予防ケアマネジメント事業費ですかね、28ページの嘱託員報酬があるんですけど、多分

認定調査業務の方の分かなというふうに認識していますが、一般会計でも申し上げました嘱託

という任用であれば、地公法の３、３、３ということで、特別職の非常勤職員と、地公法が適

用されない。兼職オーケー、職務専念業務がない、守秘義務がないと。また民間労働諸法が、

３法が適用されない、この狭間の存在の方々。 
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 ポイント３つに分けて質問させていただきます。新年度から多分１名減というふうに勉強会

のほうでも聞いた、私の記憶が間違っておれば御指摘していただきたいと思いますが、人数が

減られたというふうに私自身認識して聞いていたんですけど、認定調査への影響はないのか。

何日以内に出すという分が、大変マンパワーが減れば、その分大変になられるということで、

その点を伺いたい。 

 それと２点目、任用される──任用と行政用語ですけど──実態としては雇用じゃないかな

と思いますが、される方の立場として申し上げさせていただければ、先ほど来申し上げました、

地公法の３、３、３であれば、地公法が適用されず、また民間労働諸法が全面的に適用されな

いという状況で、経験を買われて継続任用ではないかなと推察するんですが、収入のアップも

なしの補償手当なしでの継続任用ということはいかがなものかなと、そういったポイントで

２点目を聞かせていただきたい。 

 ３点目、認定調査を受けられる住民の方々のほうからの立場としてのポイントとしましては、

いわゆる土日休日対応が本町は多分ないだろうと思います。認定を受けられる際には御家族の

方が休んで立ち合いをしなければいけないと、そういった課題が本町にはあるのではないかな

というふうに認識しております。そういった点の改善策はどのように考えられているのか。 

 以上、３点お伺いしたい。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 住民福祉課長。 

 

住民福祉課長（大平 弘明 君）   

今、阿部議員のほうから３点について御質問があっております。 

 まず、１点目の調査員への影響はないのかということについてでございますが、やはり１名

減ということになってきますと、そこに業務が寄ってくるところはあろうかと思います。平成

30年度につきましては、まず２名体制で走ってみて、それで回っていくかいかないかを検証し

ながら進めさせていただきたいというふうに考えております。 

 それから、任用についてでございます。確かに議員おっしゃるとおり、これは長年来の課題

ではないかというふうに考えております。少しずつ改善をしていくように、現在内部でも協議

はしております。平成30年、31年に向けて、幾らかなりとも改善ができればというふうに考え

ておりますので、また機会がありましたら所管委員会のほうにも御相談、報告等をさせていた

だきながら、進めさせていただきたいというふうに考えております。 

 最後に、認定調査についての対応ということで、住民からの御意見で、確かに土曜、日曜の

調査、こういったことについてのニーズがあれば、それについて検討していかないといけない

というふうには考えております。これにつきましても、今後、どの程度のニーズがあるのか、

そういったことも踏まえながら、検討させていただきたいというふうに考えております。 

 まずは、調査員が２名で、現在やっていこうと平成30年度しておりますので、そういったと

ころを、御理解をいただきながら御協力いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 一番気にするのは、住民サービスの低下につながる部分は避けていただきたい。一般会計の

ときも同じですけど、やらなければならないことは、正規職員がしていくべきじゃないかなと

いうふうに思います。定数管理計画の中でも、増員していく計画が示されております。直営で
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堅持していくという部分については、ぜひとも正規職員化して、継続的な公共サービスの提供

を堅持していただきたいというふうに要望したいと思います。 

 やっぱりスポット的な部分はわかるんですが、やはりワーキングプアをつくらないという概

念は喫緊の課題であると思いますので、労働制の高いものは、早急に改善をして、一部改善は

見受けられます、新年度。わかっておりますが、さらなる、そこで雇用される方の労働環境を

守る部分も含めて、お願いしたいと。 

 また、認定調査の部分について、受けたいときに介護を受けられないという部分も、ちょっ

とどこまでが事実なのかというところは、うわさで耳にしたことを本会議で申し上げるのは、

まことに忍びないですが、やはりサービスは受けたいときに適正なサービスが受けられるよう

に、公共サービスの低下を招かないように、マンパワーが必要なところは適正な人員配置をし

ていただき、また懸案ですよね、休日対応、住民の方が要望されている、そこは執行部のほう

も、重々理解されていると思います。そこんところの改善を要望して質疑を終わりたいと思い

ます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 答弁はいいですか。ほかにございませんでしょうか。 

 

 （「なし。」の声あり） 

 

 ないようでございますので、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 

 （「なし。」の声あり） 

 

 討論もないようです。討論を終わります。 

 これから採決を行います。議案第27号 平成30年度佐々町介護保険特別会計予算は、原案の

とおり可決することに異議ありませんか。 

 

 （「異議なし。」の声あり） 

 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 本日はこれで散会といたします。お疲れさまでした。 

 

 

 （15時52分  散会） 


